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研
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摘

-

関
所
手
形
と
の
比
較

2

関
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手
形
の
位
隆

二

往
来
手
形
の
内
容
と
周
辺

1

枚
畳
的
検
討

2

発
行

･
利
用

･
そ
の
後

五

島

敏

芳

三

往
来
手
形
の
成
立
と
幕
府
法
令
に
お
け
る
位
置

-

往
来
手
形
の
成
立

2

｢国
所
番
付
｣
｢在
所
番
付
｣
と

｢怯
成
番
付
｣

2

｢往
来
手
形
｣
の
登
場

4

旧
里
帰
郷
令
と
の
関
わ
り

お
わ
り
に

は
じ
め
に

｢往
来
手
形
｣
と
は
'
近
世
の
庶
民
の
旅
行
に
際
し
て
携
行
さ
れ
た
身
許
証
明
書
で
あ
り
､
｢関
所
手
形
｣
と
同
種
の
通
行
手
形
と
し

(-
)

て
､
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
｡

改
め
て
こ
の
見
解
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
｡
し
か
し
'
こ
の
見
解
の
基
と
な

往
来
手
形
考

(五
島
)



史
料
館
研
究
凝
安

第
二
九
号

(
1
九
九
八
年
)

1
五
八

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
関
所
に
関
す
る
先
行
研
究
の
い
く
つ
か
は
'
さ
ら
に
往
来
手
形
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
｡

例
え
ば
'
東
海
道
新
居
関
所
の
研
究
を
行
な
っ
た
近
藤
恒
次
氏
は
'
ま
ず

｢如
何
に
も
簡
略
で
あ
っ
た
往
来
手
形
を
関
所
通
行
手
形
と

し
て
み
る
と
き
'
ど
の
程
度
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
｣
と
疑
問
を
里
す
る
｡
そ
し
て
'
｢
こ
の
手
形
に
対
す
る
世
人
の
信
用
は

そ
れ
ほ
ど
厚
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
-

(中
略
)
-
手
形
発
行
者
が
寺
院

･
村
役
人
な
ど
で
あ
り
'
発
行
手
続
き
も
'
女
手
形
に
比
し
て

著
し
-
簡
単
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
却
っ
て
こ
れ
を
軽
視
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
｣
｢遠
隔
の
地
に
お
い
て
は
'
な
お
さ
ら
そ
の
よ
う
な

(2
)

感
じ
が
強
か
っ
た
-

(中
略
)
-
偽
の
往
来
手
形
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
亦
あ
り
待
べ
き
こ
と
と
領
か
れ
る
｣
と
結
論
す
る
｡

ま
た
､
中

山
道
碓
氷
関
所
を
研
究
し
た
五
十
嵐
富
夫
氏
は
'
｢前
記
往
来
手
形
の
場
合
は
'
川
崎
助
左
衛
門
な
る
人
物
は
大
頂
寺
と
は
縁
の
な
い
者

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
'
往
来
手
形
が
関
所
手
形
に
比
し
て
あ
ま
り
社
会
的
信
用
の
な
か
っ
た
原
因
で
も
あ
っ
た
｣
と
述

(3
)

べ
る

?
い
ず
れ
も
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
評
価
は
､
お
そ
ら
く

｢往
来
手
形
を
関
所
通
行
手
形
と
し
て
み
る
｣
限
-
は
必

然
的
に
導
か
れ
る
安
当
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
何
故
か
く
も
〃

信
用
の
な
い
〃

往
来
手
形
が
､
い
わ
ゆ
る
関
所
手
形
と
は
別

に
存
在
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡
本
稿
で
は
'
こ
の
問
い
へ
の
解
答
に
努
め
'
往
来
手
形
の
位
置
づ
け
な
お
し
を
行
な
う
｡

一

先
行
研
究
の
指
摘

(4
)

先
行
研
究
の
再
検
討
の
前
に
'
ご
く
あ
-
ふ
れ
た
内
容
な
が
ら
次
の
往
来
手
形
を
掲
げ
て
お
-
0

【史
料

二

｢

往
来
証
文
之
事



1
､
此
角
右
衛
門
と
申
者
､
当
所
出
生
之
者
二
御
座
候
､
此
者
段

N
老
年
こ
罷
成
り
家
業
姓
成
､
此
度
坂
東
順
礼
之
望
有
之
'
拙

者
方
江
相
願
申
こ
付
､
別
願
之
通
差
出
シ
侯
､
佃
而
此
度
順
行
可
致
候
問
､
国

≒
所

≒

御
関
所
無
御
疑
御
通
シ
被
為
成
可
被

下
侯
'

一
'
此
者
行
暮
候
節
者
､

一
宿
被
仰
付
可
被
下
候
'
自
然
頓
死

･
病
死
之
儀
御
座
候
ハ
,
､
其
所
之
以
御
憐
慰
山
下
路
之
傍
無
妨
所

江
､
御
塩
可
被
下
侯
､
尤
此
方
江
不
及
御
届
こ
侯
､
為
後
日
往
来
証
文
如
件

明
和
五
戊
子
年
六
月
二
日

安
房
国
安
房
郡
相
浜
村

名
主

嘉

右

衛

門

諸
国御

関
所
様相

≒御
名
主
衆
中
｣

右
は
'
差
出
の
肩
書
に
あ
る
安
房
の
相
浜
村
の
名
主
日
記
中
に
記
さ
れ
た
往
来
手
形
の
控
で
あ
る
｡
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
'
お
よ

そ
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡
①
標
題
が
あ
り
､
②
手
形
の
対
象
者
が

｢角
右
衛
門
｣
な
る
人
物
で
'
③

｢当
所
｣
相
浜
村
生
ま
れ
t
と

い
う
｡
④
年
老
い
て
家
業
が
で
き
な
い
た
め
板
東
順
礼
に
出
た
い
､
と
い
う
出
村
理
由
が
記
さ
れ
､
⑤
そ
れ
に
よ
り
各
所
の
関
所
の
円
滑

通
行
を
願
う
｡
ま
た
'
⑥
移
動
中
に
日
が
暮
れ
た
際
に
は

一
夜
の
宿
を
提
供
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
願
い
､
⑦
手
形
対
象
者
の
病
死
等
に

際
し
て
の
埋
葬
を
願
い
'
そ
の
時
に
出
身
村
へ
の
連
絡
を
不
要
と
す
る
旨
を
記
す
｡
そ
し
て
､
⑧
明
和
五

(
一
七
六
八
)
年
六
月
二
日
の

年
代
記
載
の
下
に
､
⑨
名
主
が
署
名
し
､
⑲
諸
国
の
関
所
と
村
々
の
名
主
衆
へ
宛
て
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
往
来
手
形
を
前
に
'
先
学
は
ど
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
き
た
の
か
｡

往
来
手
形
考

(五
島
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

(
一
九
九
八
年
)

-

関
所
手
形
と
の
比
較

既
に
､
先
学
が
関
所
通
行
手
形
の
視
点
か
ら
往
来
手
形
を
捉
え
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
｡
具
体
的
に
は
'
専
ら
関
所
手
形
と
比
較
し
相

違
点
を
挙
げ
る
作
業
を
行
な
っ
て
い
る
｡

近
藤
氏
は
'
｢関
所
手
形
と
は
異
り
､
関
所
に
差
出
し
た
も
の
で
な
く
､
関
所
役
人
の
検
閲
を
受
け
る
の
み
で
事
足
り
た
の
で
'
常
に

(5
)

身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
で
き
'
関
所
の
通
行
手
形
で
あ
る
と
と
も
に
'
事
あ
る
際
の
身
許
証
明
書
と
も
な
っ
て
い
た
｣
と
い
う

｡

五
十
嵐
氏
に
よ
れ
ば
'
｢関
所
手
形
に
は
､
有
効
期
限
に
つ
い
て
二
カ
月
と
い
う
制
限
が
存
在
し
た
が
'
往
来
手
形
に
は
こ
の
制
限
が

な
か
っ
た
｣
｢関
所
手
形
は
提
出
す
る
関
所
名
を
記
載
し
た
が
'
往
来
手
形
は

r国
々
御
関
所
御
役
人
衆
中
､
福
々
村
々
御
役
人
｣
と
'

そ
の
宛
書
が
抽
象
的
に
記
載
さ
れ
た
｣
｢関
所
手
形
は
旅
の
目
的
地
を
記
載
す
る
が
'
往
来
手
形
に
は
､
こ
の
点
が
欠
け
て
い
た
｣
｢関
所

手
形
は
通
行
す
る
関
所
へ
提
出
し
た
が
'
往
来
手
形
は
関
所
役
人
に
捉
示
す
る
の
み
で
､
携
帯
し
て
旅
を
続
け
た
｣
｢往
来
手
形
に
は
旅

の
途
中
に
お
い
て
死
亡
し
た
際
は
､
死
亡
し
た
村
の
慣
習
に
よ
っ
て
埋
葬
し
て
欲
い
旨
を
記
載
す
る
の
が
定
式
で
あ
っ
た
が
'
関
所
手
形

(6
)

の
有
効
期
間
が
二
カ
月
と
い
う
短
期
間
で
あ
っ
た
か
ら
'
こ
の
よ
う
な
記
載
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
｣
と
い
っ
た
相
違
点
が
あ
る
｡

そ
れ
ぞ
れ
確
か
に
重
要
な
指
摘
で
あ
り
､
同
時
に
関
所
手
形
の
特
徴
を
も
示
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
関
所
手
形
に
明
確
な
有
効
期
限

･

宛
先
な
ど
の
特
徴
に
改
め
て
注
意
す
る
と
'
果
た
し
て
関
所
手
形
と
の
比
較
は
妥
当
な
の
か
､
と
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

2

関
所
手
形
の
位
置

ノ

関
所
手
形
は
関
所
通
行
に
当
然
必
要
と
な
る
が
'
〝

人
鉄
砲
に
出
女
〟

の
取
り
締
ま
-
を
課
題
と
す
る
関
所
と
し
て
は
'
女
性
の
場
合

の
み
特
に
留
守
居
や
諸
奉
行
な
ど
の
発
行
す
る
関
所
手
形
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
'
百
姓

･
町
人
の
男
な
ど
は
本
来
関
所
故
の
対
象



で
は
な
く
'
本
来
の
関
所
手
形
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
意
外
に
見
落
さ
れ
が
ち
な
よ
う
に
思
う
｡

し
か
し
現
実
に
は
百
姓

･
町
人
ら
庶
民
の
男
の
"

関
所
手
形
〝

は
存
在
し
て
い
た
｡
｢東
海
道
中
膝
発
毛
｣
の
中
の
弥
治

･
喜
多
の
旅

支
度
の
場
面
は
､
近
世
後
期
の
庶
民
に
と
っ
て

一
般
的
な
光
景
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
､
彼
ら
が

｢大
屋
へ
古
倍
を
す
ま
し
た
か

(7
)

(8
)

わ
り
｣
に
受
取
っ
た

｢御
関
所
の
手
形
｣
と
は
何
か
｡
お
そ
ら
く
次
に
掲
げ
る
文
面
と
似
て
い
た
に
違
い
な
い
｡

【史
料
二
】

｢

差
上
申
手
形
之
事

一
'
此
者
共
五
人
'
伊
勢
参
宮
任
侠
'
箱
根

御
関
所
無
相
違
御
通
被
為
成
可
被
下
'
為
後
日
請
負
手
形
差
上
申
候
､
依
而
如
件

酒
井
備
中
守
知
行
所

明
和
五
戊
子
年
六
月
二
日

相
州
箱
根

房
州
安
房
郡
相
浜
村

名
主

茄

右

衛

門

御
関
所御

奉
行
衆
中
棟
｣

史
料

1
に
同
じ
く
安
房
相
浜
村
の
名
主
日
記
が
出
典
で
あ
る
｡
関
所
の
円
滑
通
行
を
願
う
簡
潔
な
文
面
は
時
期
的
に
も
地
域
的
に
も
さ

(9
)

ほ
ど
変
化
が
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

な
お
､
関
所
通
行
者
当
人
た
ち
に
つ
い
て
多
く
は
語
ら
れ
て
い
な
い
点
に
性
悪
し
て
お
-
｡

関
所
手
形
が
町
人

･
百
姓
ら
庶
民
の
男
に
必
要
に
な
る
の
は
､
各
関
所
の
要
請
に
よ
る
｡
い
く
つ
か
の
関
所
の
状
況
を
瞥
見
し
ょ
う
O

東
海
道
箱
根
関
所
で
は
'
宝
永
二

(
1

七
〇五
)

年の
規
定
に

よれ
ば
'
町

人
･

百姓

の男は､
江戸か
ら出る
上
り
な
ら
大
屋

･
名

(_0)

主

･
所
縁
者
の
証
文
で
､
逆
に下

りな

ら検閲な
-
通関
で

き

た
.中
山
道

碓
氷
関所
では､

正

徳元
(
1

七二
)
年
の
規
定
で
､
町

往
来
手
形
考

(五
島
)

一
六

一



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

二
九
九
八
年
)

一六

二

人

･
百
姓
は
町

･
村
の
名
主

･
庄
屋
の
手
形
で
通
す
と
あ
り
'
実
際
は
仮
に
手
形
を
持
参
せ
ず
と
も
手
形
失
念
の
事
情
を
述
べ
て
再
三
再

(〓
)

四
関
所
に
願
出
て
'
不
審
な
点
が
な
け
れ
ば
通
さ
れ
た
｡
ま
た
､
五
街
道
以
外
の
小
さ
い
関
所
の
例
と
し
て
碓
氷
関
所
南
方
の
南
牧
関
所

の
場
合
を
見
れ
ば
､
元
禄
二

(
一
六
八
九
)
年
の
規
定
で
は
､
特
に
男
攻
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
く
'
明
和
六

(
一
七
六
九
)
年
の
規
定

(12
)

で
は
'
上
州
側
か
ら
出
る
旅
人
は
主
人
あ
る
い
は
所
の
名
主

･
地
主
の
手
形
で
'
信
州
か
ら
入
る
男
は
改
め
る
だ
け
で
通
し
て
い
た
｡

念
の
た
め
百
姓
の
女
改
め
に
つ
い
て
も
少
し
ふ
れ
て
お
こ
う
｡
ま
ず
碓
氷
関
所
で
は
､
信
州

一
国
か
ら
の
大
女
に
つ
い
て
は
､
正
徳
元

年
規
定
に
内
藤
大
和
守
発
行
の
関
所
手
形
'
明
和
二

(
一
七
六
五
)
年
規
定
に
松
平
丹
波
守
発
行
の
関
所
手
形
で
通
す
と
あ
り
'
妙
義

･

(13
)

榛
名
参
詣
や
秩
父
順
礼
の
場
合
は
往
路
に
提
出
し
た
関
所
手
形
を
帰
路
に
確
認
す
る
だ
け
で
往
復
で
き
た
｡
次
に
南
牧
関
所
で
は
'
元
禄

二
年
規
定
に

｢女
人
ハ
手
形
無
之
者

一
切
不
可
通
｣
と
あ
る
が
､
明
和
六
年
時
は
信
州
佐
久
郡
か
ら
の
入
女
で
南
牧

一
七
ケ
村
へ
の
奉
公

(14
)

人

･
縁
付
き
の
場
合
の
み
所
の
名
主

･
組
頭

･
五
人
組
加
印
手
形
で
'
砥
沢
村
へ
の
大
女
は
関
所
元
の
た
め
無
手
形
で
通
し
た
と
あ
る
｡

お
そ
ら
く
多
く
の
関
所
に
お
い
て
庶
民
の
男
に
つ
い
て
は
比
較
的
簡
略
な
改
め
方
を
し
て
い
よ
う
｡
名
主
発
行
の
庶
民
の
男
の
関
所
手

形
の
成
立
は
関
所
制
度
成
立
と
パ
ラ
レ
ル
で
は
あ
る
ま
い
｡
ま
た
､
先
行
研
究
は
し
ば
し
ば
女
改

･
女
手
形
に
お
い
て
関
所
通
行
者
当
人

の
身
体
的
特
徴
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
が
､
史
料
二
で
は
先
述
の
通
り
通
行
者
当
人
の
情
報
は
多
く
な
-
'
ま
し
て

身
体
的
特
徴
ま
で
記
さ
れ
な
い
｡
発
行
者
の
署
名
な
い
し
押
印
の
あ
る
手
形
そ
の
も
の
が
通
行
者
に
つ
い
て
の
信
用
の
源
泉
で
あ
る
こ
と

は
､
関
所
手
形
全
体
の
属
性
と
い
い
う
る
｡
関
所
手
形
の
基
本
的
な
目
的
が
関
所
改
に
あ
る
こ
と
ま
た
然
-
で
あ
る
が
､
女
手
形
と
庶
民

の
男
の
関
所
手
形
と
で
は
そ
の
機
能
に
微
妙
な
ズ
レ
が
存
在
し
て
い
る
｡
女
手
形
の
場
合
は
､
関
所
の
本
来
的
課
蓮
に
対
応
し
た
内
容
を

持
つ
の
に
比
べ
'
庶
民
の
男
の
関
所
手
形
は
'
近
世
に
お
い
て
移
動
す
る
者
の
基
本
的
な
条
件
と
し
て
注
意
が
促
さ
れ
た
〝

怯
成
者
〟

で

(15
)

あ
る
こ
と
の
証
明
に
連
動
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
関
所
通
行
可
能
な
当
該
手
形
の
発
行
者
の
範
噂
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

往
来
手
形
と
関
所
手
形
の
比
較
へ
の
疑
問
は
'
わ
れ
わ
れ
に
関
所
手
形
の
位
置
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
ひ
と
ま
ず
は
閑



所
手
形
の
位
置
を
確
か
め
え
た
だ
ろ
う
｡
続
い
て
往
来
手
形
の
内
容
自
体
の
検
討
に
移
り
た
い
｡

二

往
来
手
形
の
内
容
と
周
辺

往
来
手
形
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
既
に
l
例
を
眺
め
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
不
十
分
な
量
な
が
ら
数
畳
的
に
内
容
の
検
討
を
進
め
た
い
o

史
耕

一
か
ら
は
､
往
来
手
形
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
①
標
題
､
②
手
形
主
'
③
手
形
主
の
説
明
あ
る
い
は
宗
旨
'
④
出
村
理
由

･
日
的
'
⑤

(_6
)

関
所
の
円
滑
通
行
願
'
⑥
日
没
時
の
一
宿
願
'
⑦
死
亡
時
対
処
願
'
⑧
年
代
'
⑨
差
出
､
⑩
宛
先
の
各
要
素
に
分
解
で
き
る
｡
こ
の
要
素

や
先
行
研
究
の
指
摘
に
よ
る
諸
特
徴
を
基
に
､
原
文
書

･
自
治
体
史

･
研
究
な
ど
か
ら
事
例
を
克
典
し
た

(出
典

1
覧
衣
は
後
掲
)
｡
そ

の
結
果
得
ら
れ
た
二
1
0
件
の
往
来
手
形
を
素
材
と
す
る
｡
さ
ら
に
往
来
手
形
の
発
行
過
程
や
利
用
形
態
ま
た
利
用
後
に
つ
い
て
手
形
対

象
者
の
周
囲
も
含
め
て
考
察
し
て
い
-
0

-

数
量
的
検
討

最
初
に
別
掲
の
図

｢往
来
手
形
件
数
｣
と
衣

｢内
容
の
諸
特
徴
の
変
化
｣
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
.
図
は
'
往
来
手
形
二
1
0
件
の
年

代
的
な
件
数
の
散
布
状
況
を
見
る
た
め
､

一
〇
年
毎
に
集
計
し
て
グ
ラ
フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
表
は
'
内
容
の
諸
特
徴
の
年
代
的
な
変

化
や
そ
の
相
関
関
係
を
見
る
た
め
'
や
は
り

一
〇
年
毎
に
各
特
徴
に
当
て
は
ま
る
件
数
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
｡

図
の
方
を
眺
め
る
と
'

一
六
九
〇
年
代

(元
禄
期
)
に
初
め
て
事
例
を
確
認
で
き
､
じ
よ
じ
よ
に
増
加
し
て
一
八
四
〇
年
代

(天
保
後

～
嘉
永
前
期
)
を
ピ
ー
ク
と
L
t
こ
の
後
に
件
数
は
急
減
す
る
｡

1
八
四
〇
年
代
以
前
の
増
加
の
カ
ー
プ
に
は
'
お
よ
そ

1
七
六
〇
～
七

〇
年
代

(宝
暦
後
～
安
永
期
)
と

1
七
九
〇
年
代

(寛
政
期
)
に
増
量
の
変
化
す
る
起
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
近
世
後
期
に
件
数
が

往
来
手
形
考

(五
島
)

一六
三



副
在

宅
定

額
磁

鞘
鯨
llie

中
(
1
ii

ie
<
牡

)図
往

来
手

形
件

数
-

10
年
毎

1
1く
EI

3
.5

件
数

指
数3

2.52

1.51

0.50

1
1

0
1

2
3
■

4
7

8
10

12
19

-
17

17
27

30
29

18
4

0
0
.1

0
.1

0
0.1

02
0.3

0.4
0.7

0.8
1

1.2
1.9

1.7
1.7

2.7
3

2.9
1.8

0.4
0

＼

＼

年
代

16
9
0

17
0
0

10
2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

18
0
0

10
2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

享
元

寛
延

寛
宝

明
安

天
実

字
文

文
天



秦
.
内
容
の
諸
特
徴
の
変
化

年代(10年
毎
)

合
計件
故

伝
存

=
発

行
地

発
行
≠
寺

宛
先

行
先

.
日
的

地
内

(印
な
し
)
以
外

仰
な
し
)

不
明

発
行

(十
名
主
)

名
主
+

関
与

無
関
与

関
所

関
所

以
外

積
柑

(特
定
地
)

付
帯

善
光
寺

金
毘

羅
草
津

身
延

日
光

京
ホ

!
16
90

1
1

1
1

l
170

0
1

1
1

I
10

0

2
0

1
1

1
l

3
0

2
1

1
2

l
4
0

3
2

1
1

1
1

1
1

I
5
0

4
2

2
4

3
1

1
1

l
6
0

7
3

1
l

l
1

5
2

4
3

(2
5

l
7
0

8
l

l
5

1
6

1
1

7
(1)

1
4

1
l

8
0

10
1

2
5

2
4

1
2

3
7

2
7

1

9
0

12
3

3
5

1
7

2
2

9
3

ll
1

1
l

18
00

19
7

2
7

3
10

.
2

3
17

2
(1)

14
1

3
2

1
I

l
10

17
5

3
6

3
9

1
3

3
ll

5
ll

1

t
2
0

17
7

2
4

3
1

10
2

2
I

1
14

2
8

3
1

1
l

.
3
0

2
7

7
4

11
4

1
13

I
5

22
(4)

4
18

2
1

1
1

1
!

4
0

3
0

13
6

5
6

11
4

5
4

18
12

(2
24

10
2

1
I

50
2
9

12
4

7
5

1
12

2
5

1
6

19
(2)

9
(2)

22
1

4
2

1
1

2
I

60
18

8
3

6
1

6
1

7
8

(1)
10

(5)
9

1

1
l

70
4

l
l

2
4

1
2

2
l

i
8
0

0

I
2
10

73
3
3

6
9

3
1

4
10

1
1
1

2
0

7
4
1

144

5
7

13
7

19
10

9
5

3
4

2
!

注
)

1
.
本

表
は
.
筆

者
が
収

集
し
た
2
10
件
の
往

来
手
形

を
年
代

1別
こ
配
列

し
詣
特

敢
ご

と
に
分
類

集
計

し
た

も
の



屯
1症

怒
EE

傑
礎

馳
;
綜
11f

e中
･
(
1
i
e
ig

<
樹
-)

(内
容
の
諸
特
徴
の
変
化

･
続

き
)

年代(10年輪
合
計件

数
(行

先
.
日
的
)

宗
旨

関
所

円
滑
通
行

止
弓育

.
死
亡
時

死
亡
時
対
応

(特
定
領
域

)
諸

国
廻

国
凡射

し
.

噸
拝

あ
り

な
し

別
紙

あ
り

な
し

止
宿

死
亡
時

甲
方

卑
し

引
要
連
絡

連
絡

連
絡

不
要

埋
葬

委
任

四
国

西
国

坂
東

秩
父

16
90

1
1

1
1

1
1700

1
1

1
1

10
0

2
0

1
1

1
1

1

3
0

2
1

1
2

1
1

1
1

1
1

4
0

3
2

1
pl

1
3

2
1

1
1

1
1

I
5
0

4
2

1
4

■3
1

4
3

1
6
0

7
1

2
1

2
2

5
2

6
1

5
1

1
4

2
7
0

8
2

4
3

3
2

3
3

5
7

1
6

2

6
2

8
0

10
1

1
5

3
5

5
7

3
2

8
1

7
2

9
0

12
1

3
3

1
5

7
3

8
1

9
3

5
7

7
4

1
18
00

19
2

1
1

1 0
6

14
5

18
1

8
l
l

4
12

3
10

17
2

2
2

1
9

5
10

6
1

12
5

1
5

9
2

1
1

9
2

1
20

17
1

1
9

5
12

4
1

14
3

10
7

4
6

6
1

3
0

2
7

4
1

13
5

17
7

3
18

9
7

18
2

4
10

5
6

4
0

3
0

2
1

12
4

13
10

7
20

10
5

24
･1

1
3

19
3

3
50

2
9

6
1

1
13

9
19

6
4

20
9

1
8

20
8

12
5

3
6
0

18
6

1
9

9
12

6
2

9
7

3
2

3
3

70
4

1
1

3
1

,3
2

2
1

1
8
0

0
2
10

2
1

18
12

7
9
3

5
3

12
2

7
1

17
15
3

5
7

5



(内
容
の
諸
特
徴
の
変
化

･
耗

き
)

年代(10年
毎
)

合
計件

数
記
載
順

Ⅰ
型

((宣X勤
-
)

:Ⅱ
型

((宣
穏

④
～
)
Ⅲ
型

((至X
蔓×
彰
一
)

Ⅳ
型

((享X享X
9
-
)

V
型

((至X互X
む
′⑦

～
)

(蔓X
9

那
)㊨

/⑦
4
6/

7
㊨
3)/⑳

⑤
そ
の
他

信
⑥
/
7

@
/@

-
5
6′

7
@
/@

-
3

6
/
7

@
/a

6
/信

喧
-

@
@

㊨
16
90

1
1

170
0

1
1

10
0

20
1

1
3
0

2
1

1

4
0

3
2

1
50

4
2

1

l
6
0
.

7
3

I
1

1
1

70
8

4
1

2
1

8
0

10
3

1

3
I

2
90

12
4

1
1

3
1

2
180

0
19

7
1

1
1

6
3

10
17

6
2

1
I

1
2

1
1

2
2
0

17
5

2
1

2
1

4
1

1
3
0

2
7

1
5

4
2

1
2

2
1

2
3

1
1

2
4
0

3
0

1
7

3
1

1
5

2
2

7
1

5
0

29
6

5
2

1
4̀

3
2

2
2

1
1

6
0

18
1

3
2

1
5

2
1

2
1



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

二

九
九
八
年
)

一
六
人

多
い
こ
と
は
､
ま
ず
文
書
伝
布
の
一
般
的
傾
向
に
影
響
さ
れ
て
い
よ
う
が
'
そ
の
他
の
現
象
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡
例
え
ば
､

(17
)

伊
勢
参
宮
の
〝

お
蔭
げ
参
り
〃

の
流
行
や
'
四
国
遍
路
の
参
詣
者
数
の
変
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

｡

先
行
研
究
が
近
世
の
早
い
時
期
の
関

所
手
形
の
存
在
を
指
摘
す
る
1
万
で
往
来
手
形
の
存
在
が
元
禄
期
を
遡
ら
な
い
だ
ろ
う
こ
と
'
天
保
～
嘉
永
期
を
頂
点
と
し
た
近
世
後
期

に
お
け
る
多
数
の
事
例
の
散
布
状
況
が
見
ら
れ
る
こ
と
､
は
確
実
に
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

図
か
ら
得
ら
れ
た
全
体
的
な
傾
向
を
踏
ま
え
て
､
次
に
表
の
方
を
眺
め
て
い
こ
う
｡

は
じ
め
に
末
尾
の

｢記
載
順
｣
か
ら
見
る
.
二
1
0
件
の
往
来
手
形
は
必
ず
し
も
全
て
が
史
料

一
に
見
た
①
-
⑲
の
記
載
要
素
を
揃
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
'
記
載
順
も
多
様
で
あ
る
｡
多
様
な
文
面
の
中
に
も
､
手
形
本
文
の
最
初
に
手
形
主
の
情
報
と
し
て
何
が
優
先
さ

れ
る
か
に
よ
っ
て
､
い
-
つ
か
の
類
型
を
設
定
で
き
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
Ⅰ
～
Ⅲ
の
各
型
は
②

(と
④
)
に
③
が
優
先
的
に
記
載
さ
れ
る
場
合
､

Ⅳ
･
V
の
各
型
は
②
と
④
に
⑤
や
⑥
あ
る
い
は
⑦
が
優
先
的
に
記
載
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
｡
額
出
す
る
パ
タ
ー
ン
は
'
Ⅰ
型
で

(中
で
も

②
③
④
⑤
⑥
/
⑦
の
正
順
完
型
)
が
最
多
で
あ
り
､
次
い
で
Ⅳ
型

(特
に
②
④
⑤
⑥
/
⑦
型
)t
V
型

(②
④
⑥
/
⑦
③

～
型
)
と
耗
-
｡

史
耕

一
の
往
来
手
形
は
'
Ⅰ
型
の
最
も
多
-
見
ら
れ
る
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
い
え
る
｡
全
て
の
事
例
は
'
⑥

･
⑦
の
い
ず
れ
か
'
な
い
し

両
方
の
記
載
を
含
む
ケ
ー
ス
､
あ
る
い
は
⑬
と
し
て
諸
国
の
関
所

･
福
村
な
ど
の
諸
役
人
を
記
す
表
現
を
含
む
ケ
ー
ス
の
'
ど
れ
か
に
該

当
し
て
い
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
､
こ
れ
ら
を
往
来
手
形
の
特
徴
と
す
る
こ
と
の
妥
当
さ
が
改
め
て
確
か
め
ら
れ
た
｡

先
行
研
究
が
目
的
地
記
載
の
欠
如
を
指
摘
し
た
④
出
村
理
由

･
目
的
に
つ
い
て
は
'
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
表
の
半
ば
に

｢行
先

･
目
的
｣

の
項
を
設
け
て
あ
る
｡
そ
こ
へ
'
特
定
地
や
特
定
領
域
を
含
む
場
合
､
ま
た

｢諸
国
｣
｢廻
国
｣
と
い
っ
た
表
現
を
含
む
場
合
や

｢順
礼
｣

｢順
拝
｣
を
目
的
と
す
る
場
合
に
分
類
し
て
示
し
た
｡

1
見
し
て
わ
か
る
通
り
'
複
数
の
行
先
や
目
的
を
含
む
よ
う
な
重
複
例
を
も
数
え

.
(18
)

て
い
る
｡
特
定
地
で
噴
出
す
る
場
所
は
､
伊
勢
'
善
光
寺
'
金
毘
羅
で
あ
る
が
'
全
体
数
に
比
べ
多
く
は
な
く
､
特
定
地
を
含
む
例
全
体

が
年
代
的
に
一
八
〇
〇
年
代
以
後
に
散
布
し
て
い
る
｡

一
方
､
特
定
領
域
と
し
て
挙
げ
た
四
国

･
西
国

･
坂
東

･
秩
父
は
'
い
ず
れ
も
順



礼
地
だ
が
､
比
較
的
多
く
の
往
来
手
形
に
記
さ
れ
た
目
的

(也
)
で
あ
っ
た
｡
年
代
的
な
変
化
と
し
て
は
'
先
に
図
で
見
た
全
体
的
な
傾

向
の
各
画
期
に
対
応
し
て
件
数
が
多
く
散
布
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
｡
さ
ら
に
'
｢諸
国
｣
表
現
を
含
む
場
合
は
全
体
の
半
数
弱
が
該

当
し
､
｢順
礼
｣
表
現
を
含
む
場
合
は
全
体
の
約
四
分
の
一
が
当
て
は
ま
っ
た
｡
年
代
的
変
化
は
当
然
全
体
の
そ
れ
に
準
じ
よ
う
｡
こ
れ

ら
の
留
意
点
か
ら
､
特
定
の
行
先
の
記
載
の
み
は
少
な
く
特
定
地
以
外
に
空
間
的
な
広
が
り
を
持
つ
特
定
領
域
､
さ
ら
に
は

｢諸
国
～
｣

を
〝

行
先
〃

に
含
む
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
｡
決
し
て
目
的
地
記
載
が
欠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
｡
な
お
､
参
詣
に

(19
)

よ
る
山
村
は
多
い
が
'
他
の
目
的
と
し
て
湯
治
や
売
薬
等
の
商
売
を
理
由
と
す
る
場
合
も
見
ら
れ
た

｡

往
来
手
形
の
特
徴
的
記
載
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
⑥
⑦
の
要
素
を
中
心
に
検
討
を
進
め
よ
う
｡
こ
の
記
載
の
有
無
は

｢止
宿

･
死
亡
時
｣

の
項
に
示
し
た
｡
⑥
⑦
の
記
載
が
現
わ
れ
る
の
は
､

l
七
三
〇
年
代
以
降
で
あ
り
､
全
件
的
傾
向
と
し
て
増
加
の
一
画
期
で
あ
っ
た

1
七

六
〇
～
七
〇
年
代
を
過
ぎ
る
と
⑦
な
い
し
両
方
の
記
載
も
増
加
す
る
.
告

記
載
の
有
無
の
状
態
に
つ
い
て
は
､

1
七
六
〇
～
七
〇
年
代

以
前
は
全
件
数
が
少
な
い
と
は
い
え
記
載
有
無
の
分
散
度
は
高
-
､
⑥
⑦
記
載
が
揃
っ
て
い
な
い
事
例
を
誤
差
と
は
し
え
な
い
｡
同
じ
時

期
の
各
詳
細
項
目
毎
の
件
数
の
分
散
度
の
高
さ
は
'
｢記
載
順
｣
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
｡
そ
し
て
⑦
の
記
載
に
依

願
さ
れ
る
対
処

｢死
亡
時
対
応
｣
の
項
に
日
を
や
れ
ば
'
次
の
傾
向
を
見
る
｡
埋
葬
な
い
し
埋
葬
の
上
で
連
絡
不
要
と
す
る
場
合
が
最
多

で
'

一
八
〇
〇
年
代
以
降
は
幸
便
や
何
か
の
つ
い
で
な
ら
ば
連
絡
を
願
う
ケ
ー
ス
が
出
現
し
､
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
た
連
絡
を
必
要
と

す
る
ケ
ー
ス
も
同
じ
く

一
八
〇
〇
年
代
を
遡
ら
な
い
｡
病
死
地
の
作
法
に
任
せ
る

｢委
任
｣
ケ
ー
ス
も

一
八
〇
〇
年
以
前
に
見
ら
れ
る
も

の
の
同
傾
向
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
こ
で
も

一
七
六
〇
～
七
〇
年
代
以
前
の
各
項
目
へ
の
散
ら
ば
り
具
合
は
高
く
'
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
手

形
主
在
所
の

｢引
請
｣
例
も
ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
含
ま
れ
る
｡

次
に
'
③
の
状
態
と
､
特
に
宗
旨
に
関
わ
っ
て
⑨
に
寺
院
が
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
状
態
を
見
る
｡
そ
れ
ぞ
れ

｢宗
旨
｣
｢発

行
=
寺
｣
の
項
に
目
を
移
せ
ば
'
大
半
は
宗
旨
記
載
が
存
在
し
､
寺
院
の
発
行
で
あ
る
こ
と
を
知
る
｡
宗
旨
記
載
の
な
い
場
合
に
は
'
寺

往
来
手
形
考

(五
島
)

一
六
九



史
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7
七
〇

院
発
行
で
あ
る
こ
と
や
寺
院
の
連
署
等
に
よ
り
省
略
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
含
む
と
推
定
で
さ
よ
う
が
'

1
七
六
〇
～
七
〇
年
代
以
降
件
数

の
増
加
が
見
ら
れ
'
寺
院
の
発
行
時
関
与
や
宗
旨
記
載
の
な
い

｢無
関
与
｣
の
ケ
ー
ス
の
増
減
傾
向
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
｡
下
っ
て
一
七
九

〇
年
代
以
降
に
は
､
寺
院
発
行
の
別
紙
手
形
の
存
在
を
記
す
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
名
主
等
の
発
行
時
関
与
の
増
加

で
あ
り
､
こ
れ
と
宗
旨
記
載
の
手
形
主
情
報
へ
の
一
体
化
や
寺
院
発
行

･
連
署
に
よ
る
省
略
は
'
往
来
手
形
に
お
け
る
寺
院
関
与
の
硫
極

性
の
相
対
的
後
退
を
意
味
し
よ
う
｡

さ
ら
に
⑤
の
記
載
や
⑳
の
状
態
を
見
よ
う
｡
表
で
は

｢関
所
円
滑
通
行
｣
｢宛
先
｣
の
各
項
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
全
体
の
七
割
弱
～
四

分
の
三
弱
は
'
⑤
の
記
載
や
宛
先
に
関
所

･
番
所
等
の
表
現
を
含
む
ケ
ー
ス
で
あ
り
､
や
は
り
全
件
的
な
年
代
的
傾
向
と
同
傾
向
で
あ
る
｡

⑤
記
載
が
な
い
場
合
や
関
所
以
外
の
宛
先
を
持
つ
場
合
も
､

1
七
三
〇
～
四
〇
年
代
を
出
現
起
点
と
し

1
八
四
〇
年
代
を
ピ
ー
ク
と
す
る

増
加
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
⑤
記
載
な
し
で
関
所
に
宛
て
る
場
合
や
⑤
記
載
あ
り
で
も
関
所
に
宛
て
な
い
場
合
が

一
〇
件
前
後

含
ま
れ
る
が
'
当
該
項
の
年
代
的
傾
向
に
影
響
は
な
い
｡
⑤
記
載
に
つ
い
て
は
明
ら
か
な
傾
向
で
は
な
い
が
'
宛
先
を
関
所
と
し
な
い
場

合
や

｢宿
村
｣
等
の
諸
役
人
と
す
る
場
合
で
は
､
明
ら
か
に
1
七
六
〇
～
七
〇
年
代
が
増
加
の
起
点
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
-
0

2

発
行

･
利
用

･
そ
の
後

関
所
手
形
の
発
行
手
続
き
は
先
行
研
究
に
詳
し
い
が
'
往
来
手
形
の
そ
れ
は
あ
ま
り
述
べ
ら
れ
て
は
い
ま
い
｡
再
び

｢東
海
道
中
膝
粟

(却
)

毛
｣
に
開
け
ば
'
｢-
旦
那
寺
の
仏
飼
袋
を
和
ら
か
に
つ
め
た
れ
ば
'
外
に
百
銅
自
腹
を
き
っ
て
'
往
来
の
切
手
を
も
ら
ひ
-

｣

と

あ
る
｡

発
行
は
檀
那
寺
へ
の
米
と
銭
百
文
の
供
物
と
引
替
え
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
出
さ
れ
た
往
来
手
形
は
'
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡

【史
料
三
】

往
来
手
形
之
卓



一
'
備
中
加
陽
郡
宮
内
町
長
四
郎
'
此
度
心
願
二
付
､
四
国
j
順
拝
こ
罷
出
申
候
､
宗
旨
之
義
者
､
真
言
宗
拙
院
旦
那
三

紛
無

御
座
候
､
国

≒
御
関
所
無
相
違
御
通
シ
可
被
下
侯
'
若
j
行
暮
侯
節
ハ
一
宿
披
仰
付
､
万

一
病
死
任
侠
ハ
､
其
所
任
御
作
｣
法

御
塩
可
被
下
侯
､
当
方
御
届
ケ
こ
及
不
申
侯
'
為
後
日
之
往
来
｣
手
形
依
如
件

同
国
同
郡
宮
内
町東

林

院
⑳

(貼
就
'
脇
に
二
ヶ
所
訂
正
印
)

｢
嘉

永

五

年

子
四
月

｣

国

≒
御
関
所

御
役
人
衆
中

前
書
之
通
'
相
違
無
御
座
候
間
'
無
滞
御
通
シ
可
被
下
侯
､
若
行
暮
侯
節
ハ
｣

1
宿
被
仰
付
可
被
下
侯
'
万

1
病
死
ホ
仕
侯
節
者
､

其
所
御
作
法
ヲ
以
､
御
取
塩
｣
可
被
下
侯
､
国
元
江
御
届
ケ
こ
及
不
申
侯
'
為
後
日
之
奥
書
印
形
仕
侯
'
以
上

吉
備
津
宮
御
神
領

同
国
同
郡
宮
内

町
年
寄
月
番

戸

田

屋

徳

蔵
⑳(21)

先
の
史
耕

一
は
名
主
発
行
手
形
で
あ
っ
た
た
め
､
寺
院
が
発
行
主
体
で
あ
る
手
形
の
例
を
挙
げ
た
｡
文
面
に
史
料

一
と
の
相
違
は
'
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
｢東
海
道
中
膝
栗
毛
｣
の
場
面
は
､
手
形
希
望
者
が
寺

へ
供
物
を
持

っ
て
い
き
'
そ
こ
で
手
形
を
書
い
て
も
ら
う
､

往
来
手
形
考

(五
島
)

一
七

一



史
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7
七
二

と
い
う
手
順
を
想
像
さ
せ
る
｡
し
か
し
､
史
料
三
で
は
年
代
記
載
部
分
の
訂
正
印
が
二
つ
と
も
寺
の
印
で
あ
-
な
が
ら
筆
は
本
文
も
奥
書

も
訂
正
箇
所
も
同
筆
の
よ
う
に
見
え
る
｡
あ
ら
か
じ
め
奥
書
に
署
名
す
る
月
番
町
年
寄
が
全
文
を
し
た
た
め
'
寺
へ
は
印
を
も
ら
い
に
い

-
だ
け
､
あ
る
い
は
町
年
寄
が
寺
の
印
を
預
か
っ
て
い
て
訂
正
印
も
町
年
寄
の
手
に
よ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
'
発
行
時
の
寺

院
関
与
に
つ
い
て
は
時
期
的
に
も
地
域
的
に
も
相
違
が
あ
ろ
う
｡
荒
井
責
次
郎
氏
が
紹
介
し
た
現

･
東
京
都
青
梅
市
中
村
家
文
昏
中
の

｢村
鑑
｣
に
よ
れ
ば
'
参
詣
に
は
村
役
人

･
組
合

･
親
類

･
菩
提
寺
の
永
諸
の
上
で
往
来

一
札
が
出
さ
れ
､
特
に
菩
提
寺
へ
の
相
談
に
は

(22
)

親
類

･
組
合
同
道
で
当
人
が
行
く
必
要
が
あ
っ
た
｡
寺
院
関
与
の
積
極
性
の
後
退
以
前
に
は
'
寺
が
実
際
に
発
行
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡

名
主
発
行
の
場
合
は
'
史
耕

一
を
収
め
る
名
主
日
記
が
参
考
に
な
る
｡
史
料

一
を
載
せ
る
直
前
の
記
事
に
､
｢子
五
月
廿
六
日
'
当
村

角
右
衛
門
儀
､
此
度
坂
東
順
礼
之
望
有
之
二
付
'
組
頭
清
兵
衛
事
'
嘉
右
衛
門
方
江
願
こ
参
り
侯
こ
付
'
則
願
之
通
り
申
付
侯
｣
と
あ
り
'

往
来
手
形
と

一
つ
別
の
記
事
を
挿
ん
で
'
｢子
六
月
朔
日
'
当
所
角
右
衛
門
儀
'
坂
東
順
礼
こ
出
候
こ
付
'
右
書
面
之
通
往
来
証
文
差
出

ス
'
立
会
嘉
右
衛
門

･
清
兵
衛

･
五
人
組
頭
伝
左
衛
門

･
親
類
瀬
兵
衛
｣
｢翌
二
日
､
右
角
右
衛
門
儀
､
/当
所
出
立
い
た
し
侯
'
尤
同
行

(n
)

松
岡
村
三
五
郎
参
り
侯
由
｣
と
あ
る

｡

当
人
は
､
あ
ら
か
じ
め
組
頭
へ
願
出
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
の
組

頭
が
名
主
へ
願
を
伝
え
､
出
村

が
許
可
さ
れ
る
｡
後
日
に
往
来
手
形
を
発
行
し
て
も
ら
い
'
そ
の
時
に
は
名
主

･
組
頭

･
五
人
組
頭

･
親
類
の
立
会
が
あ
る
｡
発
行
後
は

翌
日
に
で
も
出
発
で
き
る
の
で
あ
る
｡

(
24

)

信
州
佐
久
郡
下
海
瀬
村
の
彦
兵
衛
の
例
で
は
'
手
形
発
行
に
際
し
次
の
よ
う
な

一
札
を
残
し
て
い

た

｡

【史
料
四
】

継
添
証
文
之
事

前
書
之
通
､
往
来

一
札
御
頼
申
､
御
渡
し
被
下
候
所
､
相
違
無
御
座
候
'
右
往
来

一
定
二
付
'
如
何
様
之
儀
仕
侯
共
'
御
村
方
へ
御

苦
労
相
懸
申
間
数
候



信
州
佐
久
部
下
海
瀬
村

枠

彦

次

郎⑳

組
合
惣
代

金

次

郎⑳

鯛
名
鮎

中

標
題
に

｢継
添
｣
と
あ
る
通
り
､
文
政
五

二

八
二
二
)
年

一
二
月
付
の
彦
兵
衛
の
往
来
手
形
控
の
後
に
紙
継
さ
れ
た
証
文
で
あ
る
｡

こ
の
証
文
は
'
差
出
の
二
名
の
継
手
印
を
も

っ
て
手
形
控
よ
り
も
小
さ
い
紙
で
継
が
れ
て
い
る
｡
手
形
を
前
に
し
て
､
残
さ
れ
る
家
族
と

組
合
惣
代
に
村
へ
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
を
約
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
｡
手
形
控
に
紙
継
さ
れ
る
形
式
で
は
な
い
が
､
同
様
村
へ
迷
惑
を
か
けU鋭E

な
い
旨
の
一
札
は
'
時
期
を
下
っ
た
下
海
瀬
村
に
万
延
元

二

八
六
〇
)
年
四
月
の
百
姓
休
平
弟
周
作
の
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

｡

一
統
と
し
て
独
立
し
て
い
る
そ
れ
は
､
あ
る
い
は
山
村
の
願
出
の
時
点
で
出
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
他
､
親
類
が
願
出
て
､

(2

6
)

親
類
に
発
行
し
て
い
る
場
合
も
あ
った

｡

以
上
か
ら
は
'
寺
院

･
村
に
お
い
て

一
定
の
厳
密
さ
を
も
っ
て
往
来
手
形
が
発
行
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
｡
発
行
者
が
寺
院
や
村
役
人

等
で
あ
る
こ
と
や
関
所
手
形
に
比
し
て
発
行
手
続
き
が
簡
単
な
こ
と
を
理
由
に
､
往
来
手
形
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
｡

往
来
手
形
の
利
用
の
あ
り
方
の
検
討
に
移
ろ
う
｡
物
理
的
に
は
'
伝
存
す
る
原
文
書
で
写
や
控
で
な
い
原
本
の
往
来
手
形
の
折
り
目
が

教
え
て
く
れ
る
｡
書
付
型
の
文
書
は
大
体
奥
か
ら
巻
い
て
平
に
伸
ば
し
た
形
状
で
保
管
す
る
が
'
往
来
手
形
も
例
外
で
は
な
い
｡
例
え
ば
'

竪
紙
大
の
手
形
を
短
冊
形
に
し
た
後
､
｢往
来
手
形

惣
右
衛
門
｣
｢上

往
来

一
札
｣
と
墨
書
さ
れ
た
よ
う
な
懸
紙
で
包
ん
で
'
縦
の
長

さ
が
横
紙
の
縦
の
長
さ
程
度
に
な
る
よ
う
に
折

っ
た
り
'
懸
紙
を
か
け
る
前
に
同
様
に
折
っ
て
懸
紙
で
包
ん
で
か
ら
上
下
を
祈
っ
て
､
最

3軌
n

終
的
に
横
紙
を
短
冊
形
に
し
た
よ
う
な
大
き
さ
程
度
に
し
て
､
携
帯
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

｡

関
所
を
通
る
時
や

一
夜
の
宿
を
借
-
る
時

往
来
手
形
考

(五
島
)

一
七
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

二

九
九
八
年
)

一
七
四

な
ど
'
必
要
に
応
じ
て
開
い
た
の
だ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
往
来
手
形
の
携
帯
は
'
次
の
よ
う
な
事
態
も
導
い
て
い
る
｡

【史
料
五
】

人
請
状
之
事

1
'
此
七
兵
衛
与
申
者
'
怯
成
者
二
付
'
私
共
請
合
こ
罷
立
､
当
辰
之
二
月
二
日
AQ
来
ル
未
二
月
二
日
迄
中
三
ケ
年
季
定
便
御
奉

公
二
差
出
申
処
､
実
正
二
御
座
候
'
御
給
米
之
俵
､
御
定
式
之
田
畑
作
取
之
積
り
被
下
置
侯
上
ハ
'
御
奉
公
聯
無
相
違
急
度
為
相

･勤
可
申
侯
､
若
不
時
之
儀
有
之
候
欺
'
亦

ハ
御
気
二
人
不
申
侯
而
'
早
速
こ
御
暇
被
下
僕
ハ
､
､
不
替
入
代
差
出
し
'
御
差
支
無

之
棟
可
任
侠
'
劃

可
1
融
州
葡
粛
矧
笥
コ
抑
矧
劇
矧
射
副
矧
矧
矧
観
閲
'
私
預
り
置
'
御
人
用
之
節

ハ
何
時
成
共
差
出
し
可
申
侯
'

為
其
人
請
状
佃
而
如
件

天
保
二
年

辰
二
月

人
主
請
人
兼与

三

郎⑳

村
御
役
人
中

(C.q
)

右
は
'
信
州
佐
久
郡
失
嶋
村
に
残
る
同
村
の
定
億
を
雇
う
に
あ
た

っ
て
の
人
語
状
で
あ
る

｡

傍
線
部
に
あ
る
通
-
'
｢往
来
状
｣
が
雇

ヽ

傭
時
の
身
許
保
証
材
料
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し

｢紀
州
宝
郡
｣
は
実
在
せ
ず
'
あ
る
い
は
肥
前
国
高
来

(タ
カ
タ
)
郡
を
タ
カ
ラ
と
読

み
誤

っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
仮
に
贋
物
の
往
来
手
形
で
あ

っ
て
も
身
許
保
証
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
手
形
に
記
さ
れ
た
移
動
日
的
と
違
う
実
態
が
存
在
し
'
そ
れ
は
少
な
く
と
も
近
世
後
期
に
は
各
地
で
容
認
さ
れ
て
い
た
の
だ
｡

前
述
の
よ
う
な
利
用
の
さ
れ
方
を
し
て
'
手
形
主
当
人
が
帰
付
し
た
後
の
往
来
手
形
は
'
ど
う
な

っ
た
だ
ろ
う
か
｡
先
に
見
た
荒
井
貢

次
郎
氏
紹
介

の
｢村
鑑
｣
で
は

｢
帰
国
之
節
は
'

一
札
'
寺
江
相
返
す
べ
く
侯
｣
と
あ
り
､
寺
院
発
行

(ら
し
き
)
手
形
を
寺

へ
返
す
例

(怨
)

が
あ
る
｡

が
'
一
般
的
な
あ
り
方

は
不
明
で
あ
る
｡
そ
れ
で
も
ヒ
ン
ト
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
往
来
手
形
の
残
存
状
況
か
ら
推
定
は
で



き
よ
う
｡
前
項
の
検
討
に
使
っ
た

一
覧
表
の

｢伝
存
-
発
行
地
｣
の
欄
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
伝
存
が
､
手
形
発
行
地
で
印

の
あ
る
原
本
な
ら
使
用
後
に
回
収
し
た
か
未
使
用
か
で
あ
-
､
同
じ
-
印
が
な
け
れ
ば
控
え
か
写
し
で
あ
る
｡
史
料

一
は
後
者
に
該
当
し

ょ
う
｡
で
は
伝
存
が
発
行
地
以
外
と
は
何
を
意
味
す
る
か
｡
こ
の
場
合
の
原
本
の
存
在
は
､
譲
渡
や
移
住
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
､
ま
さ

し
く
⑦
記
載
が
現
実
化
し
た
旅
先
で
病
死
し
た
者
"

行
路
病
死
人
〃

の
所
持
品
で
あ
る
｡
発
行
地
外
で
印
の
な
い
手
形
は
'
行
路
病
死
人

と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
際
の
諸
記
録
の
中
で
登
場
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
表
の
当
該
欄
は
'
伝
存
が
発
行
地
で
あ
る
場
合
と
発
行
地
外

で
あ
る
場
合
と
の
件
数
が
ほ
ぼ
半
分
づ
つ
で
あ
り

(そ
れ
ぞ
れ
の

｢印
な
し
｣
の
件
数
も
類
似
)
､
ど
ち
ら
も
年
代
的
に
極
端
な
差
が
見

出
せ
な
い
こ
と
を
物
語
る
｡
つ
ま
り
'
往
来
手
形
の
結
末
に
は
四
つ
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
､
約
半
分
は
発
行
地
外
に
伝
存
し
た
=
行
路

病
死
人
が
発
生
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
こ
で
手
形
主
の
位
置
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
｡
行
路
病
死
人
と
な
り
う
る
移
動
の
内
容
'
か
か
る
移
動
へ
敢
え
て
向
か
う

者
の
動
機
､
周
囲
の
扱
い
､
等
な
ど
諸
々
の
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
｡
往
来
手
形
を
受
け
ら
れ
る
者
は
'
荒
井
氏
紹
介
の

｢村
鑑
｣

(訓
)

に
三
度
聞
け
ば

｢病
身
'
又
は
後
式
差
文
も
無
之

｣

者

で
あ
る
と
い
う
｡
相
続
に
支
障
の
な
い
者
と
い
う
条
件
な
ら
'
史
料
四
の
事
例
の

手
形
主
は
家
の
当
主
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
同
時
に
同
じ
下
海
瀬
村
の
周
作
の
串
例
も
挙
げ
た
が
､
彼
の
位
置
と
そ
の
周
囲
に
つ
い
て
は
翌

(31
)

文
久
元

(
一
八
六

二

年
三
月
の

｢人
別
書
上
帳
下
書
｣
か
ら
確
認
で
き
る
｡
周
作
兄
休
平
は
'
当
主
で
当
時
四
七
才
'
高
二
石
三
升
を

所
持
し
､
女
房

･
父

･
母

･
弟

(周
作
)

･
悼

･
娘
た
ち
を
合
わ
せ
計

一
〇
人
家
族
で
あ
り
'
当
時
三
七
才
の
周
作
の
項
に
は

｢此
者
儀

ハ
､
心
願
こ
付
'
往
来
持
参
二
両
神
社
仏
閣
拝
礼
こ
罷
山
中
侯
｣
の
注
記
が
あ
っ
た
｡
往
来
手
形
を
持
っ
て
出
相
中
の
者
は
'
し
ば
し
ば

宗
門
人
別
帳
の
こ
の
よ
う
な
注
記
に
よ
っ
て
人
別
把
握
が
貰
徹
さ
れ
る
｡
周
作
の
出
村
動
機
は

｢心
願
二
付
｣
と
の
み
あ
る
が
､
そ
の
年

齢
か
ら
､
あ
る
い
は
往
来
手
形
を
利
用
し
た
別
.e
目
的
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
｢心
願
こ
付
｣
と
い
う
動
機
は
'
史
料
三
に
も
見
ら

れ
る
通
り
､
ほ
と
ん
ど
定
型
句
の
よ
う
で
あ
る
が
､
史
耕

一
で
は
､
よ
-
詳
し
-
動
機
が
述
べ
ら
れ
､
｢段
≒
老
年
こ
罷
成
り
家
業
雄
成
｣

往
来
手
形
考

(五
島
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

(
一
九
九
八
年
)

と
あ
る
｡
病
身
や
当
主
で
な
い
こ
と
を
年
齢
的
な
必
然
性
か
ら
求
め
れ
ば
､
老
年
は
当
然
条
件
に
含
ま
れ
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
手
形
主
の
位
置
を
考
え
る
の
に
史
料
三
は
興
味
深
い
｡
史
料
三
は
中
山
道
が
通
る
信
州
佐
久
郡
平
原
村
に
伝
存
し
､
こ
の

手
形
を
収
め
て
い
た
袋
の
上
り
書
か
ら

｢備
中
国
加
陽
郡
宮
内
町
喜
四
郎
往
来
'
文
久
二
王
成
田
八
月
九
日
村
方
佐
右
衛
門
門
先
二
両
病

死
任
侠
'
但
シ
郷
林
二
両
取
置
申
侯
｣
と
行
路
病
死
人
の
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
再
び
史
料
三
の
本
文
を
眺
め
れ
ば
'
目
的

を

｢四
国
順
拝
｣
と
記
し
て
い
る
｡
手
形
主
の
喜
四
郎
は
'
他
に

｢名
附
状
之
事
｣
と
題
す
る
横
折
紙
を
所
持
し
て
い
た
よ
う
で
'
そ
の

本
文
の
み
挙
げ
れ
ば
'
｢備
中
加
陽
郡
宮
内
町
百
姓
島
左
衛
門
弟
島
四
郎
'
去
ル
文
久
元
酉
年
中
AQ
ふ
か
ん
こ
相
成
侯
こ
付
'
親
類
組
合

盲
カ
)

⑳

相
談
之
上
､
目
野
山
投
下
こ
相
成
侯
所
'
相
違
無
御
座
候
'
右
こ
付
､
鳥
四
郎
名
改
宝
山
卜
致
侯
'
然
ル
上
着
何
方
江
参
-
侯
と
も
､

宝
山
卜
可
名
乗
者
也
'
佑
両
名
附
状
如
件
｣
と
あ
る
｡
｢ふ
か
ん
｣
と
は
歩
艶
の
こ
と
で
歩
行
困
難
を
指
す
｡
名
付
状
が
手
形
主
の
出
身

地
で
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
'
役
立
た
ず
と
な
っ
た
彼
を
親
類
組
合
相
談
の
上
で
僧
体
に
し
'
か
つ
て
の
往
来
手
形
の
ま
ま
で
名
付
状
を
加

え
て
町
か
ら
送
り
出
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
'
ふ
つ
う
の
百
姓
と
し
て

｢家
業
難
成
｣
い

｢病
身
｣
｢歩
敷
｣
の
者
は
移
動
の
中

で
生
活
を
保
つ
､
と
い
う
こ
と
は
､
必
ず
し
も
村
を
追
い
出
さ
れ
て
乞
食
参
詣
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡
勿
論
か
か

(32
)

る
生
活
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
､
史
料
五
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
想
定
で
き
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る

｡

手
形
主
の
位
置
の
確
認
か
ら
は
､
実
際
は
い
わ
ゆ
る
行
倒
れ
で
は
な
-
と
も
結
果
的
に
行
路
病
死
人
と
な
る
場
合
も
含
め
､
行
路
病
死

人
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
や
す
い
者
が
手
形
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
｡
こ
の
点
と
⑦
記
載
の
存
在
と
を
考
え
れ
ば
､
往
来
手
形

の
利
用
後
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
｡

一
通
り
往
来
手
形
の
全
体
的
な
内
容
の
特
徴

･
傾
向
の
把
握
､
ま
た
発
行
か
ら
利
用
の
過
程
に
つ
い
て
の
諸
留
意
点
の
提
示
を
し
終
え

た
だ
ろ
う
｡
そ
れ
ら
を
改
め
て
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
､
最
後
に
往
来
手
形
を
必
要
と
し
た
移
動
が
行
路
病
死
人
と
い
う
事
態
の
現

実
化
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
強
調
し
て
お
-
｡
関
所
手
形
が
往
来
手
形
の
⑥
⑦
記
載
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
'
有
効
期



限
二
ケ
月
の
短
期
性
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
も
と
よ
り
往
来
手
形
に
は
関
所
手
形
と
異
な
る
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
お
-
'
そ
れ
は
④

記
載
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
当
時
の
長
期
間
長
距
離

(広
域
)
の
移
動
の
性
格
に
規
定
さ
れ
て
､
⑥
⑦
記
載
を
必
然
的
に
要
求
し
た
の
で
あ

る
｡

三

往
来
手
形
の
成
立
と
幕
府
法
令
に
お
け
る
位
置

前
項
ま
で
に
､
往
来
手
形
に
は
関
所
手
形
と
し
て
見
る
視
点
以
外
か
ら
の
視
点
が
必
要
で
､
そ
れ
は
特
徴
的
記
載
の
中
に
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
た
｡
つ
ま
り
'
行
路
病
死
人
を
め
ぐ
る
当
時
の
諸
シ
ス
テ
ム
か
ら
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
手
順
と
し
て

〕粗
n

行
路
病
死
人
処
理
の
制
度
的
概
観
を
含
む
が
'
そ
れ
を
幕
府
法
令
レ
ヴ
エ
ル
に
限
定
す
る

｡

-

往
来
手
形
の
成
立

行
路
病
死
人
と
い
う
事
態
へ
の
対
応
は
元
禄
元

(
1
六
八
八
)
年
を
起
点
と
し
て
い
る
｡
特
に
行
路
病
死
人
の
居
る
現
地
と
在
所
居
村

と
の
や
り
と
り
は
､
同
年
の
生
類
あ
わ
れ
み
令
に
よ
っ
て
宿

(村
)
へ
強
制
さ
れ
､
違
反
は
犯
罪
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
'

一
応
の
定
着
を

3矧
E

み
る

｡

こ
の
法
令
文
中
に
は
､
ま
だ
往
来
手
形
は
見
え
ず
'
制
度
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
点
を
示
す
箇
所
が

｢旅

人
之
病
人
｣
へ
の
対
応
を
記
し
た
部
分
に
あ
る
｡
快
気
し
た
病
人
に
対
し

｢共
著
こ
為
致
証
文
､
親
輔
縁
者
国
所
を
番
付
さ
せ
､
早
速
福

次
こ
て
可
中
越
侯
｣
と
あ
る
箇
所
で
'
わ
ざ
わ
ざ
在
所
の
情
報
を
証
文
に
さ
せ
る
こ
と
は
'
そ
の
よ
う
な
情
報
を
記
し
た
文
書
を
携
帯
し

(お
)

て
い
な
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
｡
し
か
し
､
同
法
令
か
ら
数
年
後
の
日
付
を
持
つ
往
来
手
形
は
実
在
し
た

｡

【史
料
六
】

往
来
手
形
考

(五
島
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

二

九
九
八
年
)

差
上
申

一
札
之
事

一
､
加
賀
国
石
川
郡
下
折
村

百
姓
大
工
職

一
七
八

武

兵

衛

年
二
十
五
読

九

兵

衛

年
十
九
歳

武
兵
衛
妻
よ
の

女
壱
人

年
二
十
二
歳

(
鈷
)

1
'
右
之
者
'
同
行
111人
日
本
廻
国
六
十
六

郡

修

行
罷
通
侯
間
､
御
関
所
無
相
違
御
通
被
為
遊
可
被
下
侯
'
為
後
日

一
札
佃
て
如
件

元
禄
三
年
六
月
廿
五
日

.

加
賀
国
石
川
郡
下
折
村

光
雲
山
大
聖
寺
⑳

国
々
御
関
所

御
役
人
衆
中
様

一
般
的
な
往
来
手
形
の
文
面
と
お
よ
そ
似
つ
か
な
い
こ
の
文
書
を
往
来
手
形
と
し
た
根
拠
は
､
そ
の
宛
先
の
記
載
に
あ
る
｡
｢
日
本
廻

国
六
十
六
部
修
行
｣
と
し
て
行
先
が
特
定
さ
れ
な
い
故
の
表
現
で
あ
ろ
う
｡
実
際
に
は
肩
書
に
あ
る

｢大
工
｣
の
修
行
で
あ
る
可
能
性
も

想
像
で
き
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
文
面
か
ら
は
全
体
的
に
別
の
文
書
の
印
象
を
受
け
､
む
し
ろ
関
所
手
形
に
似
て
い
る
｡



(訴
)

元
禄
期
か
ら
し
ば
ら
く
経

っ
て
か
ら
の
文
書
を

一
通
'
次
に
掲
げ
て
お
く
｡

【史
料
七
】

往
来
証
文
之
覚

備
後
国
三
上
郡
庄
原
町
小
物
屋

一
'
歳
四
十
三

七

兵

衛

外
こ
下
人
壱
人

宗
旨
真
言
宗
同
村
宝
蔵
院
旦
那

右
七
兵
衛
儀
､
為
廻
国
既
出
候
所
､
当
町
紛
無
御
座
候
間
'
国
々
御
関
所
井
外
所
々
無
滞
御
通
し
可
被
下
侯
o
為
其
証
文
如
此
こ
御

座
候
｡
以
上

三
上
郡
頭
庄
屋
庄
原
町

三

右

衛

門

享
保
十
四
酉
年
三
月
日

国
々
所
々

御
関
所

所
々
御
役
人
中
様

享
保

一
四

(
一
七
二
九
)
年
の
こ
の
文
書
に
は
'
文
面
全
体
が
史
料
六
に
変
わ
ら
な
い
も
の
の

｢往
来
証
文
｣
の
語
を
含
む
超
が
現
わ

れ
た
｡
関
所
手
形
的
な
文
面
も
そ
の
ま
ま
で
は
あ
る
が
'
手
形
主
の
情
報
と
し
て

｢当
町
紛
無
御
座
候
｣
と
は
､
関
所
手
形
の
中
で
も
"

怯

成
者
〟

で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
主
軸
が
置
か
れ
た
庶
民
の
男
の
そ
れ
に
似
る
｡
す
な
わ
ち
〝

請
状
〃

で
あ
る
｡
史
料
六
､
七
と
も
に
､
手

往
来
手
形
考

(五
島
)

一
七
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

(
一
九
九
八
年
)

一
八
〇

形
主
に
つ
い
て
身
分
や
年
齢
を
記
し
､
宗
旨
が
発
行
者
に
よ
り
自
明
で
あ
る
か
記
載
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
｡
年
齢
は
と
も
か
く
身
分
や

宗
旨
は
'
し
ば
し
ば
奉
公
人
請
状
な
ど
で
必
要
と
さ
れ
る
記
載
要
素
で
あ
っ
た
｡
〝

怯
成
者
〟

で
あ
る
こ
と
を
示
す
相
手
が
不
測
に
複
数

存
在
し
う
る
場
合
､
宛
先
の
記
載
を
違
え
て
複
数
通
身
許
請
状
を
作
成
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
よ
り
'
暖
味
の
よ
う
に

見
え
る
宛
先
記
載
と
手
形
携
行
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
｡

史
料
六
'
七
か
ら
は
､
単
に
往
来
手
形
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ム
の
未
形
成
状
況
を
知
る
だ
け
で
な
-
､
法
的
に
は
未
だ
旅
人
に
往
来
手
形

の
携
行
を
定
め
て
い
な
い
中
で
､
単

一
個
別
的
な
身
許
証
明
で
は
済
ま
な
い
身
許
証
明
を
必
要
と
す
る
状
況
-

生
活
と
も
い
え
る
長
期

間
長
距
離
の
移
動
に
対
応
し
'
不
特
定
多
数
を
宛
先
と
す
る
身
許
請
状
が
派
生
し
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
の
だ
｡
な
お
'

一
方
で
は

明
ら
か
に
特
定
の
関
所
を
宛
先
と
し
た
身
許
請
状
が
存
在
し
た
｡
庶
民
の
男
の
関
所
手
形
だ
が
､
こ
ち
ら
は
既
存
の
女
手
形
に
書
式
的
影

響
を
多
分
に
受
け
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
往
来
手
形
の
成
立
は
'
右
の
よ
う
に
小
括
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

2

｢国
所
書
付
｣
｢在
所
書
付
｣
と

｢憶
成
書
付
｣

(37
)

史
料
七
の
年
代
か
ら
二
年
後
に
は
'
別
の
地
域
で
t
よ
り

1
投
的
な
往
来
手
形
の
体
裁
に
整
っ
た
文
書
を
見
る
｡

【史
料
八
】

往
来
謬
文
之
専

一
'
此
庄
蔵
と
申
仁
'
代
≒
真
言
宗
二
両
拙
寺
旦
那
二
紛
無
｣
御
座
候
'
今
度
廻
国
罷
出
侯
'
焼
成
者
御
座
候
間
tL
国
≒

御
関

所
無
相
違
御
通
シ
可
被
下
慎

一
'
此
者
万

一
病
死
杯
任
侠
ハ
､
其
所
之
寺
院
方
J
何
宗
二
両
茂
無
御
気
遣
御
取
置
可
被
下
侯
､
若
シ
｣
宗
旨
之
儀
こ
付
､
六
ケ
鋪

義
申
者
有
之
侯
ハ
､
､
拙
僧
｣
何
方
迄
茂
罷
出
'
申
分
ケ
仕
'
其
寺
院
方
之
御
苦
労
｣
少
シ
茂
掛
ケ
申
間
繍
侯
､
為
其
佃
而
如
件



享
保
十
六
年

下
総
国
葛
飾
郡
庄
内
領
野
田
堤
立
村

真
言
宗

報

恩

寺
⑳

亥
三
月

宗
旨
記
載
に
続
け
て

｢焼
成
者
｣
と
あ
る
点
に
も
注
目
さ
れ
よ
う
が
'
こ
こ
で
は
ニ
ケ
条
目
の
冒
頭
に
注
目
し
た
い
｡
史
料
六
､
七
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
⑦
の
死
亡
時
対
処
記
載
が
'
登
場
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
後
段
の
､
宗
旨
に
関
し
て
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ

っ
た
際
に
手
形
発
行
者
が

｢申
分
ケ
｣
す
る
こ
と
を
約
す
点
は
'
時
と
し
て
関
係
性
の
切
断
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
な
後
期
の
往
来
手
形

一
般
の
文
面
か
ら
異
質
で
あ
り
t
よ
り
請
状
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
｡
と
も
あ
れ
定
型
的
で
は
な
い
に
せ
よ
往
来
手
形
本
文
の
特

徴
的
な
記
載
が
'
こ
の
時
期
に
は
現
わ
れ
る
の
だ
｡

史
料
八
か
ら
二
年
後
の
享
保

一
八

(
一
七
三
三
)
年
､
行
路
病
死
人
に
関
す
る
幕
府
法
令
が
､
元
禄
元
年
令
よ
り
も
手
続
き
的
に
厳
化

(お
)

さ
れ
て
出
さ
れ
た

.

こ
の
中
で
特
に

｢倒
死
之
者
｣
に
つ
い
て

｢懐
中
こ
図
所
番
付
等
も
有
之
侯
ハ
､
､
其
在
所
え
申
逝
､
親
類
縁
者
所

之
者
罷
越
､
死
骸
望
次
第
可
任
望
侯
､
此
方
え
も
早
々
注
進
可
申
侯
､
在
所
番
付
等
無
之
'
不
相
知
候
ハ
,
､
其
所
二
三
日
晒
置
､
病
人

之
様
子
書
付
侯
て
札
建
置
'
土
葬
こ
取
納
､
尤
此
方
え
も
右
之
訳
宿
継
を
以
可
申
開
侯
｣
と
あ
る
｡
倒
死
者
本
人
の
情
報
が

｢国
所
書
付
｣

｢在
所
書
付
｣
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
時
は
'
倒
死
者
だ
け
で
な
-
病
気
の
旅
人
も
､
そ
の
出
身
地
が
判
明
す

れ
ば
遠
方
で
も
親
類
縁
者
ら
が
出
向
か
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
旅
費
に
は
相
当
な
費
用
が
掛
か
っ
た
ろ
う
｡
二
年
後
の
享
保
二
〇

(
1
七
三
五
)
年
令
で
は
'
｢道
心
者
髄
廻
団
之
類
例
死
之
時
'
怪
敷
俵
も
無
之
､
懐
中
こ
､
何
図
二
而
相
果
候
と
も
非
所
え
葬
り
候
様
こ
'

(39
)

本
寺
鱗
琉
其
在
所
之
寺
院
'
戎
ハ
親
類
等
之
焼
成
番
付
有
之
侯
ハ
､
'
前
々
之
通
在
所
え
弥
相
届
侯
不
及
､-
共
所
え
取
置
可
中
卒
｣
と
あ
る
.

寺
院
や
親
類
等
に
よ
る

｢怯
成
書
付
｣
の
中
に
死
亡
地
で
の
埋
葬
依
頼
の
文
言
が
あ
れ
ば
'
出
身
地
へ
の
連
絡
を
省
け
る
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
享
保

一
八
年
令
に
見
ら
れ
な
い
が
､
｢前
々
之
通
｣
の
表
現
に
よ
り
既
に
慣
習
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

往
来
手
形
考

(五
島
)

1
人

1



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

(
一
九
九
八
年
)

一
八
二

は
じ
め
の

｢国
所
書
付
｣
｢在
所
書
付
｣
は
必
ず
し
も
往
来
手
形
と
限
ら
な
い
が
､
｢道
心
者
体
廻
国
之
類
｣
の
持
つ
､
死
亡
地
で
の
埋

葬
依
頼
文
言
を
含
ん
だ

｢怯
成
書
付
｣
は
､
ま
さ
し
く
当
時
死
亡
時
対
処
記
載
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
往
来
手
形
を
想
定
し
て
い
る
｡

ー
と
こ
ろ
で
享
保
期
の
関
係
幕
法
は
'
お
そ
ら
く
享
保
飢
鰭
を
意
識
し
て
出
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡

一
八
年
時
点
で
は
'
享
保
飢
健
の
影

響
で
浮
浪
の
末
に
行
路
病
死
人
と
な
る
場
合
が
多
-
'
各
所
の
宿
駅
が
そ
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

1
応
､
移
動
す
る
者
に
対
す
る
保
護
政
策
と
し
う
る
が
､
同
時
に
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
｡

【史
料
九
】

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
侯

武
州
秩
父
郡

批
謂

百
姓

一
'
大
野
村

･
刑
平
村
百
姓
申
上
侯
'
去
冬
飢
人
御
拝
借
奉
願
上
侯
所
'
今
以
御
貸
付
不
被
下
置
'
当
春
悉
及
飢
'
渡
世
書
方

一
切

無
御
座
候
而
'
難
儀
任
侠
こ
付
'
右
両
村
百
姓
之
内
､
及
飢
侯
者
共
､
麦
作
出
来
迄
之
内
､
他
郷
江
物
貰
ホ
こ
罷
出
､
渡
世
取
続

申
皮
､
名
主
方
A
Q往
来
書
付
相
願
申
侯
'
依
之
奉
願
候
者
弥
名
主
印
形
を
以
往
来
書
付
差
出
中
皮
奉
厨
侯
､
何
と
そ
御
慈
悲
以
飢

人
と
も
願
之
通

､
名
主
印
形
書
付
差
出
侯
様
二
被
仰
付
被
下
僕
ハ
,
難
有
奉
存
侯
'
以
上

寛
延
四
年
末
二
月

伊
奈
半
左
衛
門
棟

武
州
秩
父
郡
大
野
村

名
主

武

左

衛

門
⑳

同

八

兵

衛
⑳

(他
'
組
頭
六
名
､
年
寄
二
名
､
百
姓
代
三
名
連
印
)

同
州
桐
平
村



御

役

所

名
主

平

右

衛

門
⑳

(他
､
組
頭
二
名
､
年
寄

･
百
姓
代
各

一
名
連
印
)

(40
)

享
保
期
か
ら
幾
分
か
時
期
が
下
っ
た
寛
延
四

二

七
五
一
)
年
の
代
官
役
所
宛
の
文
沓
で
あ
る
が
､
傍
線
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
驚
-

べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
百
姓
相
続
の
た
め
に

｢他
郷
江
物
貰
｣
に
出
た
い
'
そ
の
た
め
に

｢往
来
番
付
｣
の
発
行
を
願
う
､
そ
こ

で
名
主
印
で
の
'
｢往
来
書
付
｣
発
行
を
許
可
し
て
ほ
し
い
､
と
い
う
｡
そ
も
そ
も
発
端
が
拝
借
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
だ
に
貸
付
の
な
い

こ
と
に
あ
り
､
こ
の
ま
ま
貸
付
が
な
い
な
ら
ば
･･･と
い
う

一
種
脅
迫
的
な
内
容
で
は
あ
る
｡
そ
れ
で
も
､
飢
え
た
こ
と
が
物
貰
い
と
い
う

移
動
へ
直
結
し
'
そ
の
移
動
を
可
能
に
す
る
た
め
に

｢往
来
番
付
｣
が
あ
る
t
と
い
う
認
識
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
な
お
､
い
ま
一

つ
の
留
意
点
は
､
当
時
の
こ
の
地
域
で
は
名
主
印
で
の

｢往
来
番
付
｣
発
行
は
二
股
的
で
は
な
く

(｢往
来
番
付
｣
は
寺
院
が
発
行
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
か
)
'
名
主
発
行
は
許
可
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

享
保
二
〇
年
令
の
中
に
現
わ
れ
､
死
亡
地
埋
葬
依
税
の
文
言
が
含
ま
れ
る

｢焼
成
番
付
｣
を
持
つ
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う

｢道
心
｣
｢廻
国
｣
の
実
態
は
､
し
ば
し
ば
乞
食

･
物
貸
い
の
類
で
あ
る
｡
享
保

一
八
年
令
で
定
め
ら
れ
た
煩
雑
な
手
続
き
は
'
｢道

心
｣
｢廻
国
｣
と
し
て
出
付
し
乞
食

･
物
貰
い
を
す
る
-

行
路
病
死
人
化
の
可
能
性
の
高
い
行
為
を
す
る
こ
と
へ
の
抑
制
t
と
い
う
逆

の
解
釈
も
成
立
し
う
る
の
だ
｡
と
す
れ
ば
､
飢
健
の
影
響
が
大
き
く
'
一
八
年
令
で
定
め
た
内
容
が
実
を
持
た
な
い
ほ
ど
多
く
の
｢道
心
｣

｢廻
国
｣
=
乞
食

･
物
貰
い
の
発
生
と
行
路
病
死
人
の
発
生
が
あ
り
､
宿
駅
の
一
層
の
疲
弊
を
防
ぐ
た
め
費
用
の
掛
か
る
行
路
病
死
人
の

在
所
と
の
や
-
と
り
を
省
く
こ
と
の
追
認
と
し
て
二
〇
年
令
が
出
さ
れ
た
t
と
い
え
る
｡
手
続
き
簡
略
化
の
替
わ
り
に
､
二
〇
年
令
で
は

｢怯
成
番
付
｣
中

｢何
団
こ
て
相
果
侯
と
も
其
所
え
葬
侯
｣
と
い
う
文
言
の
有
無
を
明
確
に
条
文
化
し
て
条
件
と
し
た
の
だ
.

享
保
期
の
関
係
法
令
に
つ
い
て
､
い
ず
れ
の
解
釈
を
採
る
に
せ
よ
'
往
来
手
形
を
多
く
含
ん
だ
で
あ
ろ
う

｢怯
成
番
付
｣
は
'
行
路
病

死
人
関
連
の
施
策
上
そ
の
位
置
を
浮
上
さ
せ
て
く
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
｡

往
来
手
形
考

(五
島
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

二

九
九
八
年
)

3

｢往
来
手
形
｣
の
登
場

行
路
病
死
人
関
連
の
幕
府
の
施
策
は
､
明
和
四

(
1
七
六
七
)
年
に
1
到
達
点

･
転
換
点
を
迎
え
る
.
同
年
に
出
さ
れ
た
法
令
は
､
そ

れ
ま
で
専
ら
道
中
奉
行
の
差
出
に
よ
る
法
令
と
異
な
り
､
よ
り
幕
府
内
上
層
か
ら
発
令
さ
れ
'
ま
た
内
容
的
に
も
完
全
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

(41
)

し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
った

｡

こ
の
法
令
は
､
行
路
病
死
人
に
関
す
る
基
本
法
令
と
し
て
明
治
初
年
ま
で
効
力
を
持
ち
続
け
る
｡

同
法
令
は
､
往
来
手
形
に
と
っ
て
も

一
つ
の
画
期
と
な
っ
て
い
る
｡
文
中

｢通
り
懸
り
相
煩
侯
旅
人
｣
へ
の
対
処
を
述
べ
る
箇
所
で
'

｢勿
論
懐
中
こ
往
来
手
形
有
之
侯
哉
相
札
｣
云
々
と
あ
り
､
行
路
病
死
人
関
係
の
幕
法
に
初
め
て

｢往
来
手
形
｣
の
文
言
が
登
場
す
る
の

で
あ
る
｡
も
っ
と
も
旅
人
か
ら
"

怯
成
者
〃

た
る
情
報
を
得
る
た
め
の
文
書
全
て
が

｢往
来
手
形
｣
で
代
表
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

一

部
は
享
保
二
〇
年
令
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
-
､
｢道
心
者
廻
団
之
類
杯
｣
の
処
置
を
決
定
付
け
る
旅
人
所
持
の
文
書
は
未
だ

｢怯
成
書
付
｣
と
す
る
o
か
つ
て
の
法
令
文
か
ら
の
引
用
で
は
な
-
新
た
に
条
文
を
作
成
す
る
際
に
'
自
己
の
証
明
に
も
機
能
し
う
る
旅

人
所
持
の
文
書
の
一
般
呼
称
と
し
て

｢往
来
手
形
｣
な
る
語
を
用
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
｡
か
と
い
っ
て
'
こ
こ
で
厳
密
に

｢怯
成
書
付
｣

を
内
側
に
し
た
同
心
円
状
の

｢往
来
手
形
｣
の
分
類
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
本
人
の
身
許
確
認
や
在
所
確
認
に
は
名
主

･
寺
院
発

行
の

(特
に
庶
民
の
男
の
)
関
所
手
形
で
も
事
足
り
る
た
め
､
｢怯
成
書
付
｣
の
外
側
に
､
か
か
る
関
所
手
形
が
位
置
し
う
る
が
､
両
者

を
合
わ
せ
た

｢往
来
手
形
｣
は
'
あ
-
ま
で
往
来
手
形
な
の
で
あ
る
.
法
令
文
中
に
は
専
ら
道
心

･
廻
国
を
対
象
と
し
た

｢何
囲
こ
て
相

果
候
と
も
其
所
え
葬
侯
｣
云
々
の
記
載
を
含
む

｢怯
成
書
付
｣
は
'
現
実
に
は
道
心

･
廻
国
に
限
ら
ず
対
象
を
拡
大
し
､

一
般
的
な
往
来

手
形
の
展
開
を
促
す
の
だ
｡
つ
ま
り
'
行
路
病
死
人
へ
の
対
処
を
総
括
し
た
法
令
に
､
も
と
対
象
を
限
定
し
た
表
現
で
あ
っ
て
も
'
条
件

的
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
､
長
期
間
長
距
離

(広
域
)
の
移
動
全
般
に
往
来
手
形
を
必
要
な
も
の
と
解
釈
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
｡

数
量
的
検
討
の
項
で
､

一
七
六
〇
～
七
〇
年
代
に
､
全
体
件
数
や
⑥
⑦
記
載
の
増
加
'
寺
院
や
宗
旨
へ
の
無
関
心
の
増
加
､
関
所
へ
の



(42
)

無
関
心
の
増
加
な
ど
の
画
期
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
こ
の
現
実
の
状
態
は
'
当
時
の
民
間

(陸
上
)
交
通
の
絶
対
量
の
増
加
状
況

の

下
で
､
明
和
四
年
令
へ
の
対
応
が
諸
傾
向
を
確
実
な
も
の
と
し
た
結
果
と
い
え
る
｡
そ
の
内
容
と
し
て
､
宗
旨

･
関
所
へ
の
無
関
心
の
増

加
は
'
往
来
手
形
の
主
眼
が
特
徴
的
な
◎
①
記
載
に
移
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
｡
明
和
四
年
令
は
'
往
来
手
形
の
意
味

･
機
能
を
'

(伯
)

も
と
関
所
手
形
と
共
通
し
た
単
な
る
身
許
証
明
の
"

請
状
〃

的
要
素
中
心
の
手
形
か
ら
シ
フ
ト
さ
せ
る
に
至
る
契
機
と
な
っ
た
の
だ

｡

(=
)

こ
の
後
､
行
路
病
死
人
関
連
の
幕
法
の
中
で
往
来
手
形
は
散
見
さ
れ
る
｡
寛
政
五

(
1
七
九
三
)
年
五
月

令
には
｢廻
国
之
噸
礼
等
こ

而
､
相
果
侯
ハ
,
其
所
江
葬
候
棟
'
怯
成
往
来
手
形
等
所
持
い
た
し
侯
者
ハ
､
態
々
国
元
江
不
相
届
達
､
死
骸
土
葬
こ
取
置
｣
云
々
と
あ

る
.
微
妙
に
表
現
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
､
概
念
と
し
て
1
層
唆
味
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
'
文
政

1
三

二

八
三
〇
)
年
六
月
に
は
'
行
路
病
死
人
処
理
が
道
中
方
と
地
方
と
で
区
々
な
た
め

｢飛
脚
共
外
御
関
所
手
形
'
又
者
往
来
手
形
等
所
持
い

(45
)

た
し
､
住
居
も
相
分
居
'
全
く
旅
人
と
治
定
い
た
し
候
分
者
'
道
中
方
に
而
下
知
｣
す
る
旨
を
決
定
し
た
｡
幕
府
の
想
定
す
る

｢旅
人
｣

の
指
標
と
し
て

｢往
来
手
形
｣
が
設
定
さ
れ
､
そ
の

｢往
来
手
形
｣
は

｢御
関
所
手
形
｣
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡

こ
こ
に
､
先
の
表
現
の
変
化
は
確
実
な
も
の
と
な
-
､

1
枚
呼
称
で
は
な
い

｢往
来
手
形
｣
の
重
視
の
進
展
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
.

4

旧
里
帰
郷
令
と
の
関
わ
り

天
保
改
革
時
の
天
保

一
三

(
一
八
四
二
)
年
､
江
戸
の
過
剰
人
口
削
減
と
在
方
農
業
労
働
人
口
の
確
保
を
目
指
し
て
無
宿
野
非
人
旧
里

帰
郷
令
が
出
さ
れ
る
.
そ
の
翌
年
の
天
保

1
四

(
1
八
四
三
)
年
に
､
い
わ
ゆ
る
〝

人
返
し
令
〟
が
出
さ
れ
,
そ
の
1
つ

｢在
々
江
御
覧

)

(46
)

の
中
に
､
次
の
よ
う
な
箇
条
が
あ
る
｡

(兵
本
､
牲
束
手
形
)

｢
1
'
廻
囲
修
行
六
部
順
礼
等
二
罷
出
侯
も
の
'
是
迄
者
'
村
役
人
共
或
ハ
菩
提
所
寺
院
相
対
之
上
'
往

来

之

手

形

請

取
侯
由
二
侯
処
'

以
来
者
'
村
役
人
共
よ
り
御
代
官
領
主
地
頭
江
願
出
､
前
書
之
我
合
を
以
､
許
状
相
渡
可
申
串
｣

往
来
手
形
考

(五
島
)



史
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法
令
全
体
は
前
年
の
無
宿
野
非
人
旧
里
帰
郷
令
と
合
わ
せ
て
浮
動
人
口
把
握
を
目
指
す
意
図
が
目
立
つ
の
だ
が
､
右
の
箇
条
に
は
往
来

手
形
に
関
し
て
あ
る
変
更
を
迫
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
｡
｢前
書
之
振
合
｣
と
は
､
こ
の
箇
条
の
前
条
に
､
在
方
の
者
が

｢奉
公
稼
｣

へ
出
る
場
合
に
領
主
へ
願
出
れ
ば

｢相
投
人
達
印
'
御
代
官
所
ハ
手
代
'
私
領
ハ
家
来
奥
書
印
形
之
免
許
状
相
渡
遣
｣
と
す
る
手
続
き
を

指
し
て
い
る
｡
前
条
の
内
容
か
ら
は

｢許
状
｣
が
往
来
手
形
に
替
わ
る
も
の
の
よ
う
に
も
取
れ
る
が
'
現
実
に
は
往
来
手
形
の
名
主

･
寺

院
発
行
は
持
続
し
て
い
る
た
め
'
往
来
手
形
発
行
に
つ
い
て
の

｢許
状
｣
で
あ
ろ
う
｡

仮
に
実
効
性
を
持
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
'
往
来
手
形
を
村
役
人
か
ら
領
主
側
へ
願
出
て
発
行
さ
れ
る
許
可
制
と
し
た
意
義
は
大
き
い
｡

同
令
以
後
､
右
の
箇
条
の
内
容
を
覆
す
法
令
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
､
建
前
で
あ
れ
往
来
手
形
発
行
許
可
制
は
維
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

天
保

一
四
年
の
出
村
規
制
は
'
往
来
手
形
を
発
行
段
階
に
お
け
る
浮
動
人
口
把
握
の
手
段
と
し
た
｡
こ
の
こ
と
で
'
ま
ず
往
来
手
形
の

幕
政
上
の
位
置
が
転
換
し
､
往
来
手
形
成
立
時
の
意
味

･
機
能
は
宿
村
等
に
お
い
て
も
変
質
し
て
い
く
｡
そ
の
変
化
の
兆
し
は
､
例
え
ば

同
法
令
以
後
の
往
来
手
形
に
宗
旨
記
載
の
な
い
も
の
が
わ
ず
か
に
減
る
'
名
主
家
な
ど
で
残
さ
れ
る
往
来
手
形
が
宗
門
送
り
状
類
と

一
緒

(48
)

に
扱
わ
れ
管
理
さ
れ
る

t

と
い
っ
た
こ
と
に
現
わ
れ
る
の
だ
｡

お
わ
り
に

往
来
手
形
の
再
考
は
､
紙
幅
ば
か
り
を
費
や
し
て
既
知
の
別
の
側
面
を
強
調
し
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
｡
稿
の
結
び
に
'
せ
め
て
一
般

的
理
解
を
歪
ま
せ
う
る
先
行
研
究
の
評
価
等
の
修
正
を
行
な
っ
て
お
く
｡

最
初
に
'
往
来
手
形
の
評
価
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
が
当
時
の
世
人
か
ら
軽
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
い
｡
既
に

発
行
手
続
き
の
中
で
見
た
通
-
､
往
来
手
形
に
よ
る
山
村
者
は
親
類
組
合
と
い
っ
た
周
囲
を
保
証
人
と
し
て
連
帯
責
任
者
に
巻
き
込
む
故



に
､
発
行
に

1
定
の
厳
密
さ
を
と
も
な
う
ほ
ど
で
あ
る
｡
確
か
に
偽
造
や
手
形
の
売
買
は
存
在
し
た
だ
ろ
う
が
､
か
か
る
利
用
の
あ
り
方

の
み
で
単
純
な
評
価
は
下
せ
な
い
｡
た
と
え
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
も
'
そ
れ
が
雇
傭
の
判
断
材
料
に

(建
前
と
し
て
)
使
わ
れ
る
利
用
例

を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
い
る
｡
い
わ
ゆ
る
関
所
手
形

(女
手
形
)
と
単
純
に
比
較
し
て
'
文
面
や
発
行
手
続
き
上
の
相
違
を
欠
陥
か
の
よ
う

に
論
っ
た
だ
け
で
は
無
意
味
で
あ
る
｡
そ
の
比
較
か
ら
得
た
相
違
の
基
と
な
る
機
能
や
意
味
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

い
わ
ゆ
る
関
所
手
形
と
の
比
較
か
ら
得
ら
れ
た
往
来
手
形
の
諸
特
徴
は
､
い
ず
れ
も
往
来
手
形
の
中
で
論
理
整
合
性
を
持

っ
て
い
た
｡

目
的
地
未
特
定
'
有
働
期
限
な
し
､
宛
先
末
限
定
､
挟
帯
持
続
性
は
､
時
空
的
広
が
り
を
持
つ
移
動
に
対
し
必
然
的
に
生
じ
た
結
果
で
あ

る
｡
し
か
し
､
こ
れ
ら
諸
特
徴
は
先
天
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
'
近
世
を
通
じ
て
往
来
手
形
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
は
じ

め
身
瀞
保
証
を
主
目
的
と
し
た
で
あ
ろ
う
庶
民
の
男
の
関
所
手
形
に
類
似
L
t
時
空
的
広
が
り
を
持
つ
移
動
で
の
使
用
故
に
不
特
定
多
数

の
宛
先
を
持
つ
程
度
の
往
来
手
形
を
生
ん
だ
｡
さ
ら
に
生
類
あ
わ
れ
み
令
以
後
の
行
路
病
死
人
処
理
の
制
度
的
展
開
に
よ
り
'
処
理
効
率

.

化
の
中
で
往
来
手
形
の
特
徴
的
な
表
現
が
出
現
し
て
く
る
｡
そ
の
現
実
の
契
機
の
例
に
享
保
飢
櫨
が
挙
げ
ら
れ
'
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し

た
宗
教
的
な
長
期
間
長
距
離

(広
域
)
移
動
の
標
横
と
内
実
の
東
経
'
そ
れ
に
対
す
る
周
囲
の
容
認
が
影
響
し
て
い
よ
う
｡
増
大
す
る
当

時
の
民
間
交
通
の
状
況
か
ら
､
移
動
を
生
活
の
場
と
す
る
事
態
の
実
現
可
能
性
や
'
移
動
の
時
空
的
広
が
-
に
比
例
し
て
高
-
な
る
行
路

病
死
人
化
の
可
能
性
は
､
人
び
と
の
間
で
強
-
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
れ
ら
を
背
景
に
'
明
和
四
年
令
に
よ
る
行
路
病
死
人
処
理

の
稔
括
と
と
も
に
往
来
手
形
の
フ
ォ
ー
ム
の
確
立
が
な
さ
れ
る
｡
制
度
的
確
立
と
､
先
の
行
路
病
死
人
化
等
の
可
能
性
へ
の
認
識
は
､
互

酬
的
に
往
来
手
形
の
一
宿

･
死
亡
時
対
処
文
言
と
そ
の
実
行
-
-
す
な
わ
ち
行
路
病
死
人
処
理
を
維
持
し
て
い
-
0

一
方
'
幕
肝
に
お
い
て
は
､
行
路
病
死
人
発
生
時
の
身
許
確
認
に
必
要
な

｢在
所
番
付
｣
や

｢怯
成
番
付
｣
を
移
動
す
る
人
び
と
に
求

め
て
き
た
が
'
明
和
四
年
令
以
降
そ
こ
へ
明
確
に

｢往
来
手
形
｣
を
位
置
付
け
､
い
ず
れ
関
所
手
形
と
と
も
に
旅
人
の
指
標
と
も
な
っ
た
｡

天
保

一
四
年
に
､
江
戸
へ
の
人
口
流
入
や
浮
動
人
口
増
加
を
抑
止
す
る
課
題
の
解
決
の
た
め
､
人
の
移
動
へ
の
規
制
を
加
え
た
｡
こ
こ
に

往
来
手
形
考

(五
島
)

1
八
七



史
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八
八

往
来
手
形
の
幕
政
上
の
意
味
は
変
質
し
'
む
し
ろ
人
身
把
握
の
手
段
と
な
っ
た
｡
こ
れ
が
影
響
し
て
か
'
往
来
手
形
が
人
身
把
握
関
係
文

書
に
含
ま
れ
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
れ
ま
で
は
'
い
わ
ば
〝

あ
の
世

へ
の
送
り
状
〃

と
し
て
の
意
味
を
強
く
持

っ
て
い
た
往
来
手

形
は
'
以
後

〝
こ
の
世
〟

で
移
動
す
る
人
び
と
を
把
握
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
の
意
味
を
強
く
し
て
変
質
す
る
の
だ
｡

往
来
手
形
は
､
病
や
死
の
危
険
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
近
世
当
時
の
移
動
の
あ
り
方
と
の
探
-
関
わ
-
'
近
世
的
な
移
動

へ
の

意
識
の
典
型
的
な
表
現
で
あ

っ
た
｡
改
め
て
往
来
手
形
が
存
在
し
え
た
理
由
を
考
え
れ
ば
'
こ
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
｡

註(-
)
｢国
史
大
辞
典

･
第
二
巻
｣
(吉
川
弘
文
館
'

一
九
八
〇
年
七
月
)

の

｢往
来
手
形
｣
の
項

(近
藤
恒
次
氏
執
筆
)
な
ど
｡

(2
)
r東
海
道
新
居
関
所
の
研
究
｣
橋
良
文
庫
'
】
九
六
九
年
五
月
｡
な

お
'
同
氏
の
疑
問
の
後
に

｢似
せ
往
来
｣
使
用
事
件
に
つ
い
て
の

引
用
が
あ
る
｡
そ
れ
は

｢聞
侍
壬
昏

･
巻
十
｣
(r日
本
経
済
叢

書

･
巻
十
｣
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
'

一
九

1
五
年
三
月
)
の

｢往
来
手
形
之
事
｣
で
あ
-
､
出
羽
庄
内
領
で
死
亡
し
た
修
行
者
所

持
の
深
川
塵
厳
寺
塔
中
永
寺
院
の
往
来
が

｢文
字
印
形
等
相
違
｣

し
て
い
た
こ
と
か
ら
'
往
来
手
形
は
そ
の
ま
ま
は

｢難
取
用
｣
-
､

差
出
の
寺
院
が
遠
-
な
け
れ
ば
確
認
す
る
べ
き
､
と
い
う
旨
が
記

さ
れ
て
い
る
｡

(3
)
r近
世
関
所
制
度
の
研
究
｣
有
峯
書
店
､
一
九
七
五
年
一
〇
月

(以

下

｢五
十
嵐
氏
著
書
-
｣)｡
揚
げ
足
取
り
的
な
蛇
足
を
加
え
る
と
､

五
十
嵐
氏
が
引
用
し
根
拠
と
す
る
往
来
手
形
の
該
当
箇
所
は

｢-

大
頂
寺
旦
那
二
線
無
御
座
候
-
｣
(傍
点
五
島
)
と
い
う
部
分
で
あ

る
が
'

一
般
的
に
は

｢-
旦
那
二
紛
無
御
座
候
-
｣
と
記
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
｡
原
文
啓
で
の
確
認
を
し
て
い
な
い
が
､
傍
点
部
の

く
ず
し
字
は
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
後
者
の
読
み
誤
り
の
可
能

性
が
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
説
明
根
拠
と
し
て
希
薄
な
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
｡
た
だ
氏
の
最
近
著
で
あ
る

r近
世
関
所
の
基
礎
的

研
究
-

中
山
道
碓
氷
関
所
を
中
心
と
し
て
｣
(多
賀
出
版
'
一
九

八
六
年

一
一
月
､
以
下

｢五
十
嵐
氏
著
書
2
｣)
で
は
評
価
を
避
け

て
い
た
｡



(4
)
r近
世
農
政
史
料
集
2
･
旗
本
領
名
主
日
記
｣
(吉
川
弘
文
館
､

1

九
七
二
年

一
月
)
｢諸
色
覚
日
記
二
｣
明
和
五
年
よ
り
｡

(5
)
前
掲
近
藤
氏
著
書
｡

(6
)
五
十
嵐
氏
著
書
2
'
第
十
章

･
関
所
手
形
と
判
鑑
｡

(-
)
r東
海
道
中
膝
栗
毛

(上
)｣
(岩
波
番
店

〔岩
波
文
庫
〕
'
一
九
七

三
年
九
月
)
初
編
｡

(8
)
既
掲

｢近
世
農
政
史
料
集
三
･
旗
本
領
名
主
日
記
｣
｢諸
色
党
日
記

二
｣
明
和
五
年
よ
り
｡
な
お
､
史
料

一
と
同
じ
日
付
だ
が
'
手
形

の
対
象
人
は
別
人
で
あ
る
｡

(9
)
時
期
を
遡
っ
た
例
を

一
つ
挙
げ
て
お
く
｡

(表
耗
)

｢
享

保

十
八
年
箱
根
閑
誓

形

相
肝

｣

差
上
申
御
関
所
手
形
之
専

一
'
此
者
同
行
拾
四
人
'
伊
勢
参
宮
之
者
こ
紛
無
御
座
候
'
乍
恐

御
関
所
無
相
違
御
通
シ
被
遊
可
被
下
侯
､
依
而
御
番
所
御
手
形

如
件

武
州
入
間
郡
川
越
領

秋
元
但
馬
守
知
行
所

享
保
十
八
年
丑

赤
尾
村

正
月
五
日

名
主

半

四

郎⑳

往
来
手
形
考

(五
島
)

箱
根
御
関
所

御
役
人
様

(r坂
戸
市
史

･
近
世
史
料
垢
Ⅱ
l
〔坂
戸
市
､

1
九
九

1
年
三
月
〕

一
八
六

〔林
茂
美
家
文
番
〕
読
点
筆
者
､
以
下
同
)

な
お
'
同
じ

r坂
戸
市
史

･
近
世
史
料
箱
Ⅱ
J
に
収
め
ら
れ
た

嘉
永
五
年
三
月

一
七
日
付

･
坂
戸
村
名
主
発
行
豆
州
根
府
川
関
所

宛
の

｢差
上
申

一
札
之
串
｣
二

九

一
〔浅
見
央
家
文
昏
〕)
で
も

文
面
に
変
化
は
な
か
っ
た
｡

(1
)
渡
辺
和
敏

｢江
戸
等
府
の
関
所
別
皮
の
確
立
と
機
能
I

特
に
箱

根
関
所
を
中
心
と
し
て
｣
r日
本
歴
史
J
節
三
〇
九
号
､

1
九
七
E
l

年
二
月
｡
下
り
の
検
閲
な
し
は
今
切
関
所
の
存
在
に
よ
る
だ
ろ
う
O

(ll
)
既
拘
'
五
十
嵐
氏
著
書
2
､
約
八
車

･
関
所
改
｡

(1
)
い
ず
れ
も

r群
馬
県
史

資
料
編
9

近
世
I
j
(群
馬
県
､
一
九

七
七
年
六
月
)
よ
り
｡
そ
れ
ぞ
れ
史
料
番
号
は
'
元
禄
二

二

六

八
九
)
年
規
定
が
四
八
四
､
明
和
六

二

七
六
九
)
年
規
定
が
四

九
〇
｡
な
お
元
禄
二
年
規
定
に

｢手
負
あ
や
し
き
者
｣
が
通
れ
ば

捕
ら
え
置
く
こ
と
の
記
載
は
あ
る
｡

(13
)
既
掲
'
五
十
嵐
氏
著
書
2
'
折
八
草

･
関
所
改
｡

(14
)
既
掲

r群
馬
県
史

資
料
編
9

近
世
1
1
四
八
四
･
四
九
〇
｡

(15
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
い
ず
れ
稲
を
改
め
詳
述
し
た
い
｡

一
八
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

(
一
九
九
八
年
)

(16
)
ち
な
み
に
五
十
嵐
氏
著
書
1
で
は
'
関
所
手
形
を
次
の
よ
う
な
構

成
要
素
に
分
解
す
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
'
旅
人
の
人
数

･
旅
の
日
的

･

旅
の
目
的
地

･
関
所
を
無
事
通
行
さ
せ
て
欲
し
い
旨
の
希
望

･
手

形
発
行
者

･
発
行
年
月
日
･
関
所
名
､
の
七
つ
で
あ
る
｡

(17
)
新
城
常
三

r新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
｣
(塙
書
房
'

一
九
八
二
年
五
月
)
は
'
各
地
か
ら
の
伊
勢
参
宮
の
参
詣
者
数

(第
九
章
第

一
節
)
や
四
国
遍
路
音
数

(第
八
章
第
二
節
)
を
考
察

し
て
い
る
｡
同
書
に
よ
れ
ば
'
例
え
ば
明
和
八

(
一
七
七

二

年

と
文
政

一
三

二

八
三
〇
)
年
に
は

〝お
蔭
げ
参
り
〝

の
流
行
が

あ
り
'
ま
た
四
国
遍
路
者
数
の
変
遷
例
と
し
て
地
元
四

国
の
愛
媛

小
松
藩
の
場
合
を
挙
げ
'
｢宝
暦
'
明
和
か
ら
安
永
に
か
け
て
相
当

数
を
数
え
-

(中
略
)
-
天
明
の
飢
鰭
で
一
時
落
ち
こ
み
'
寛
政

以
降
再
び
上
昇
し
'
文
化

･
文
政
の
初
め
に
か
け
て
ピ
ー
ク
と
な

る
｡
そ
れ
か
ら
天
保
飢
種
を
は
さ
み
､
天
保
後
半
期
か
ら
嘉
永
六

年
ご
ろ
ま
で
が
次
の
ピ
ー
ク
と
な
る
｡
そ
の
後
'
安
政
五
年
ご
ろ

の
幕
末
動
乱
期
に
や
や
減
少
す
る
｣
と
い
う
｡
特
に
四
国
遍
路
の

参
詣
者
数
の
変
化
は
'
そ
の
ま
ま
全
国
的
な
傾
向
と
し
え
な
い
と

は
い
え
'
ほ
ほ
往
来
手
形
の
件
数
変
化
の
特
徴
に
対
応
す
る
｡
こ

の
こ
と
は
､
往
来
手
形
に
よ
っ
て
可
能
な
移
動
形
態
や
往
来
手
形

発
行
の
理
由

･
目
的

(後
述
)
が
実
現
さ
れ
て
い
た
t
と
い
う
こ

一
九
〇

と
の
一
つ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

(18
)
長
期
間
の
参
詣
と
し
て
､
伊
勢
参
宮
後
に
金
毘
羅
参
詣
や
四
国

･

西
国
順
礼
な
ど
を
行
な
う
コ
ー
ス
は
'
し
ば
し
ば
採
ら
れ
う
る
｡

(19
)
湯
治
な
ら
ば
出
村
動
機
に
参
詣
と
共
通
す
る
場
合
が
あ
-

(｢病
身

こ
付
｣
と
い
っ
た
表
現
等
)
､
商
売
は
各
所
の
得
意
先
を
回
る
等
の

可
能
性
か
ら
長
期
間
広
域
の
参
詣
の
行
動
に
類
似
す
る
｡
参
詣
的

出
村
が
長
期
間
広
域
の
移
動
を
含
み
込
ん
で
代
表
し
う
る
点
は
興

味
深
い
｡

(A
)
既
掲

r東
海
道
中
膝
栗
毛

(上
)｣
初
編
｡
引
用
箇
所
の
ル
ビ
は
省

略
｡
先
に
引
い
た
関
所
手
形
を
受
け
る
場
面
は
'
す
ぐ
後
に
続
-
0

(21
)
信
濃
国
佐
久
郡
平
原
村
小
林
七
左
家
文
書

(同
家
蔵
)
F
五
九
九
｡

寺
院
の
み
が
差
出
と
な
っ
て
い
る
例
は
他
に
多
数
見
出
せ
る
が
'

敢
え
て
名
主
の
奥
書
の
あ
る
例
を
選
ん
だ
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
'

先
の
表
で
は
寺
院
を
発
行
主
体
と
判
断
し
'
記
載
順
な
ど
は
寺
院

署
名
の
方
の
本
文
を
優
先
し
た
｡
文
中

｢と

は
'
原
文
書
で
の
改

行
位
置
を
示
し
､
体
裁
を
想
像
す
る
目
安
と
し
て
筆
者
が
必
要
と

判
断
し
た
場
合
の
み
付
し
た
｡

(22
)
荒
井
貢
次
郎

｢往
来
手
形
と
膿
民
哀
歌
｣
(石
井
良
助
編

r近
世
関

東
の
被
差
別
部
落
｣
〔明
石
書
店
､

一
九
七
八
年
九
月
〕
所
収
)
に

よ
る
｡
村
鑑
の
年
代
は
不
明
だ
が
'
近
世
後
期
で
あ
ろ
う
か
｡



(切望

既
掲

r近
世
農
政
史
料
集
3
･
旗
本
領
名
主
日
記
】
｢諸
色
覚
日
記

二
｣
明
和
五
年
よ
り
｡

(別
)
信
濃
国
佐
久
部
下
海
液
相
土
屋
家
文
番

(国
立
史
料
館
戒
)
三
五

六
四
'

一
部
｡

(25
)
前
掲
土
屋
家
文
書
三
五
六
五
-
二
｡
周
作
が
諸
国
神
社
仏
閣
拝
礼

へ

出
る
際
､
兄
休
平
と
組
合

親
類

二
名
が
村
役
人
宛
て
た

】
札
｡

(
26

)

例

え
ば
､
r関
ケ
原
町
史

史
料
好
三
｣
(関
ケ
原
町
､

T
九
七
八

年
三
月
)
八
行
旅

･
二
六
九
､
関
ケ
原
諸
事
留
書

一
〇
に
は
'
文

政

一
三
年
十
二
月
付
関
ケ
原
柑
三
治
の
往
来
手
形
控
の
後
に

｢上

書
往
来
手
形
壱
通

右
之
通
親
類
文
戒
出
願
致
侯
間
'
願
之
通
送

り
差
出
し
候
'
親
類
文
戒
江
十
二
月
廿

1
日
相
渡
ス
｣
と
記
さ
れ

て
い
る
｡

(27
)
そ
れ
ぞ
れ
懸
親
は
'
既
掲
小
林
七
左
家
文
書
F
二
四
六

･
文
化

一

五

二

八

一
八
)
年
正
月
付
越
前
国
坂
井
郡
女
谷
村
法
岳
寺
旦
那

惣
右
衛
門
徒
来
手
形
'
同
前
F
三
七
六

･
天
保

一
三

(
1
八
四
二
)

年

一
二
月
付
武
蔵
国
埼
玉
郡
上
川
俣
村
勇
吉
往
来
手
形
よ
り
｡

(28
)
信
濃
国
佐
久
郡
矢
島
区
有
文
書

(五
郎
兵
衛
記
念
館
戒
)
C
七
-

三

〇
｡

(29
)
既
掲
荒
井
氏

｢往
来
手
形
と
隠
民
哀
歌
｣
｡

(30
)
前
掲
荒
井
氏

｢往
来
手
形
と
購
民
哀
歌
｣
｡
な
お
､
同
氏
の
論
故
は
'

往
来
手
形
考

(五
島
)

管
見
の
限
り
往
来
手
形
と
行
倒
時
の
扱
い
に
つ
い
て
詳
し
く
取
り

上
げ
た
唯

一
の
成
果
で
あ
ろ
う
が
､
氏
の
関
心
は
往
来
手
形
自
体

の
意
味
よ
り
も
手
形
の
な
い
旅
人
が
購
民
の
1
種
で
あ
る
非
人
同

様
に
扱
わ
れ
る
点
に
あ
り
､
そ
の
悲
哀
性
を
述
べ
て
い
る
｡

(31
)
既
掲
土
屋
家
文
昏
二
四
｡

(32
)
か
つ
て
筆
者
は
'
共
同
体
に
お
い
て
参
詣
に
よ
る
山
村
の
持
つ
意

味
に
つ
い
て
膿
民
の
場
合
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る

(｢近
世
被
差

別
民
の

r参
詣
｣
に
つ
い
て
｣
r水
と
村
の
歴
史
】
節
九
号
､

1
九

九
四
年
七
月
)｡
百
姓
の
場
合
は
稲
を
改
め
て
論
ず
る
つ
も
り
で
あ

る
｡

(33
)
本
来
､
領
主
側
が
村
々
に
対
し
入
村
者

･
山
村
者
へ
ど
の
よ
う
な

注
意
を
促
し
て
い
た
か
､
と
い
う
こ
と
全
般
に
つ
い
て
も
言
及
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
が
､
い
ま
敢
え
て
行
論
上
こ
れ
を
省
く
｡
な
お
'

か
つ
て
聾
者
は
近
世
に
お
け
る
行
路
病
死
人
処
理
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る

(｢五
郎
兵
衛
新
田
村
行

路
病
死
人
関
係
史
料
｣
〔
r水
と
村
の
歴
史
]
第
八
号
､

1
九
九
三

年
七
月
〕
前
文
)｡

(3
)
元
禄
元
年
令
は

r徳
川
恭
令
考

･
前
払
｣
約
六

(創
文
社
､
1
九

五
九
年
九
月
)

二
二
五
二
三
よ
り
｡

(3
)
r茨
城
県
史
料
=
近
世
社
会
経
済
拓
Ⅲ
J
(茨
城
県
､

1
九
七
六
年

1
九

]



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
九
号

二
九
九
八
年
)

三
月
)
八
九
｡

(36
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往来手形出典一覧表

往
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1

2

3

4
5
6

7

8

9
10
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13
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15

16
17

18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
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- 30
杢 31
二 32

33
34
35

36
37
38

r茨城県史料 近世社会経済編ⅡJ(茨城県､1976年3月)､p310,89-90
r神奈川県史 資料編9 近世 (6)J(神奈川県､1974年3月)､p.372(252)
r岐阜県史 史料編 近世七J(岐阜県､1971年3月)､pp.501-503(114121[31【51【6】)
r群馬県史 資料編13 近世51(群馬県､1985年､2月)pp.650-651(305)
r鳥取県史 第8巻 近世資料J(鳥取県､1977年9月)､p.131.上 (66)
r長野県史 近世史糊副 第二巻(二)/来信地方(長野県史刊行会､1979年2月)､p.199(656);
同第六巻/中信地方(長野県史刊行会､1979年12月)､pp.581-582,p.654(416,417,466)
r新潟県史 資料編10 近世五 流通削 (新潟県､1984年3月)､pp.466-467(107)
r福井県史 資料編7 中 ･近世五｣(福井県､1992年3月)､p.105.上 (大野市8-5)
r福岡県史 近世史料縮/福岡藩御用帳(-)](酉El本文化協会､1988年12月)､pp.110･111
r厚木市史 近世史料編 (1)社寺J(厚木市､1986年8月)､pp.549･550(289)
r新修 稲沢市史 資料編十一 近世 地方 二](新修稲沢市史編碁会事務局､1987
年3月)､p.452(萩須家文書65)
r太田市史 史料箱 近世2j(太田市､1979年3月)､p.387(260)
r尾花沢市史資料第八輯 宿駅 ･交通関係資料集｣(尾花沢市史編纂委月会､1982年3月)､

p.9(211r5)
川旧 市史 近世史料編 目 (川口市､1985年3月)､p.937(259)
r草津市史 第六巻](草津市役所､1991年9月)､p.513(4･24)
r郡山市史 第八巻 資料 (上)](郡山市､1973年11月)､p.558(154)
r坂戸市史 近世史料毒削 Ⅰ (坂戸市､1987年)､pp599-6m (223);
同Ⅱ (坂戸市､1991年)､pp,673-675(187.189.190)
r庄原市史 く近世文昏錨)J(庄原市､1980年3月)､p354,p.370,pp354-355.pp.367･369
r珠洲市史 第三巻=資料編/近世古文割 (石川県珠洲市役所､1978年8月)､p34,上 (20)
r千葉市史 史料射 21(千乗市､1977年3月)､pall,p.518(2-1153.2-8-110)
r豊島区史 資料編-](東京都豊島区､1975年3月),p.190(39)
r豊川市史 中世 ･近世史料箱](愛知県豊川市役所､1975年3月)､pp.564-565(206207)
r豊橋市史 第七巻J(豊橋市､1978年2月)､pp.948947(342.343)
r成田市史近世箱史料粂三 産業 ･文化J(成田市､1984年3月)､pp.183-184(106.107)
'r韮崎市誌 ･資料削 (韮崎市誌編集委月会､1979年3月)p.513.p.521(1216.･18)
r野田市史料粂 ･節一別 (野田市役所､1966年12月)､pp.1281129(84,85)
r浜北市史 資料輔 近世Ⅱ｣(浜北市長森島宏光､1992年3月)､p.543(27)
r東松山市史 資料編節3巻/近世毒削 (東松山市､1983年3月)､pp.218-219(224225)
rEl野市史史料集 近世2 社会生活 ･産業将J(日野市史編さん委月会､1979年12月)､

pp.14&147(67.69)
r藤井寺市史 節五巻 史料編三l(藤井寺市､1982年3月)､pp.3831385(8交通･3-5)
r保谷市史 史料群2近世 (2)｣(保谷市史宙さん委只会､1986年3月)､p.289.p351(285347)
r本荘市史 史料繍ⅣJ(本荘市､1988年3月)､pp.606-609(223-229)
r美浪市史 史料舶J(芙浪市､1979年9月)､pp.386-387
r八日市市史第六巻 史料Ⅰ‖ (八日市市役所､1986年3月)､p.409(211】)
r与野市史 中 ･近世史料削 (与野市長白.払三郎､1982年4月)､p.821.p.834,pp.853･855
(245.253261262)
r渥美町史 資料編 下剃 (〔愛知県渥美郡〕渥美町､1985年3月)p.2(五､交通l)

r神飼町史 史料ii-･下巻J(岐阜県吉城郡神岡町､1976年11月)､pp.126111263(六､往来手形)

r上牧町史J(上牧町役場､1977年12月)､pp256-257



上田市立博物館常設展示文書 ｢往来手形｣､桂道太郎氏出品

信州佐久郡桑山村松沢達雄家文書 (五郎兵衛記念館戒)H5

倍州佐久郡五郎兵衛新田村柳沢家文書 (学習院大学史料館所有､五郎兵衛記念館蔵)

D110-3,Ⅰ46J49-IJ60J63-1J95J99,M29-1--2.冊追加4991

信州佐久都相浜村碓氷文良家文書 (五郎兵衛記念館蔵)G43,G45,G63

信州佐久郡平原村小林家文書 (同家蔵)F246,F303F338F365,F376.F599F6甲F659FllO3
倍濃国佐久郡下海瀬村相馬家文書 (国立史料館蔵)1201

信濃国佐久部下海瀬村土屋家文書 (国立史料館蔵)3564,3565-135793581
信濃国佐久郡御馬寄村町田家文書 (国立史料館蔵)802

大和国吉野郡中増村文書 (国立史料館蔵)265

武蔵国埼玉郡横根村吉田 (実)家文書 (埼玉県立文書館蔵)1136

武蔵国埼玉郡大塚村松同家文書 (埼玉県立文書館蔵)3818,3819,3995

武蔵国榛沢郡北根付宇野家文書 (埼玉県立文書館蔵)llCK),1463

武蔵国足立郡羽貫村加藤家文書 (埼玉県立文書館蔵)1091

武蔵国足立郡小針内宿村平川家文書 (埼玉県立文書館蔵)1586

武蔵国足立郡大門宿会田家文書 (埼玉県立文書館蔵)759,3624,4440

武蔵国多摩郡乞田村佐伯信行家文書 (同家蔵)3帆312

武蔵国多摩郡寺方村佐伯家文書 (国立史料館蔵)258

武蔵国多摩郡上和田村柚木幹夫家文書 (同家蔵)48

武蔵国多摩郡落合村小林正治家文書 (同家蔵)212

武蔵国多摩郡連光寺村富揮家文書 (国立史料館蔵)318

武蔵国大里郡甲山村根岸家文書 (埼玉県立文書館蔵)2060

武蔵国秩父郡上名栗村町田家文書 (学習院大学史料館蔵)Ⅰ46-2.-3(旧6568J日6385)
武蔵国秩父郡太田部村新井家文書 (埼玉県立文書館蔵)2012.2648

武蔵国秩父郡大野村森田家文書 (埼玉県立文書館蔵)4545,4998,6553.6595,7742

武蔵国旗羅郡中奈良村野中家文書 (埼玉県立文書館蔵)54375

附､出典毎件数散布

件数 出典 件数計1 割合1 出典実数 件数計2

割合21 54 ･ 54 25.71% 115

115 54.76%2 25 50 23.
81% 18 36 17,14%3 7 21 10.CK)% 4 12 5.7

1%4 5 20 9.52% 3 1

2 5.71%5 . 4 20 952%

2 10 ,4.76%6 - 3 18 8.57% 1 6 2.8

6%7 0 0 0.00% 0

0.00%8 1 8 3.81% 0 0 0.00%9 1 9 4.29% 1 9

4.29%10 1 10 4.76% 1

10 4.76%合計 101 210

100.00% 145 210 100.00%平均 1つにつき 2.0792 1つにつき 1.

4482※ ｢件数｣は､往来手形の件数の階級値である｡｢出典｣

とは､自治体史などにまとめられたレヴェルの出典を示し､｢出典実数｣とは､原文書群レヴェルでの出典を指す｡
｢件数計1｣｢件
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r郡上八幡町史 史料副 幕府領 ･旗本領地方史料 (八幡町､1987年3月)､p.485,pp.488･489
(207-3,･12-･14);同地方史料 (上)(八幡町､1988年)､pp.789-790(189-1--3)
r熊野町史 生活史/資料/年表編｣(熊野町､1989年3月)､p.455,p.457(40.43)
r小見川町史 史料副 第-負 (小見川町長高岡粂治､1985年3月)､p.262(14-209);
同節三集 (小見川町長春日書五郎､1987年3月)､p.181(10-197)
r蔵王町史 ･資料編Ⅱ｣(宮城県刈田郡蔵王町､1989年3月)p.824(8)
r七ヶ宿町史 ･資料副 (宮城県刈田郡七ヶ宿町､1978年12月)pp.226-227
r白井町史 史料粂Ⅲ｣(〔千葉県〕白井町､1992年3月)､p244,p.756(1152,1413)
r城山町史 2 資料編 近世J(城山町､1990年3月)､p.719(283)
r関ケ原町史 史料屈三 宿駅関係](関ケ原町､1978年3月)､pp.974-975,p.980(269274)
r寺泊町史 資料編2/近世J(寺泊町､1990年3月)､pp.8031804(54)
r豊能町史 史料副 (〔大阪府豊能郡)豊能町､1984年)､p.472(186)
r益子町史 第三巻 近世資料副 (益子町､1987年3月)､pp352･353(4-113-8)

r皆野町誌 資料楯二 中近世文割 (皆野町､1980年)､p.216.下
r壬生町史 資料編近世｣(壬生町､1986年3月)､p.869,i (59)
r寄居町史 近世資料削 (寄居町政育委員会､1983年3月)､pp.410･112(225-228)
r明方柑史 史料繍 下剖 (明方村､1983年3月)､pp.4571461(39113,-5-･10.-12.-13)
r印勝村史 近世霜史料集Ⅲ｣(印勝村､1980年5月)､p.409,p.413,pp.416-417,p.422,p.423
(交通【4.8.12.15.17】)
r王滝柑誌 資料編j二 (埼玉県秩父郡王滝村､1972年8月)､pp252･253;
同人 (埼玉県秩父郡王滝村､1982年3月)､p.485(上)

r河野村誌 資料編二J(福井県南条郡河野村､1983年10月)､p.482(ll-8)
r武州高庇郡中山村記録l(〔智観寺〕中藤栄祥､1966年12月)､pp237･238 (四･2)
r来者野村別 史料猫上巻 (束舌野村教育蜜月会､1990年10月)pp.344-345､人口･移動関係

r三芳村史編纂資料 IIj(〔千葉県安房郡〕三芳村､1981年6月)､p.274(16)
r本埜村史 ･史料集近世猫三 龍腹寺村関係文割 (本埜村史編さん委月会､1979年3月)､

pp.411-415(118-127)
r岩手の古文割 (財田法人岩手県文化撮興事業臥 1989年3月)pp.159･161,第2部29
奥田家文書研究会繍 r奥田家文香 第十五巻j(大阪府同和事業促進協議会 ･大阪部落

解放研究所､1976年4月)､pp.214-215.p293(2511.2514)
r近世農政史料典3 旗本領名主日記](吉川弘文館､1972年1月)､pp.225-226
八王子市郷土資料館宙r特別展 甲州道中を旅する](八王子市政育委員会､1992年11
月)､p.38､図版 ｢往来手形 (新野哲雄氏戒)｣
r鈴木家文書 第四巻J(埼玉県同和故育研究協議会､1978年10月)､pp.452-456
(969,970.972,974)
荒井責次郎 ｢往来手形と賎民哀歌｣r近世関東の被差別部落｣(明石昏店､1978年9月)

所収､pp.552-553
五十嵐富夫 r近世関所制度の研究J(有峰昏店､1975年10月)､pp.517-519
rE]本古文古学講座 第7巻 近世好n (雄山臥 1979年1月)､pp.174･175(五十嵐富夫氏執筆分)

五十嵐富夫 r近世関所の基礎的研究](多究出版､1986年11月)､p2.pp.552-553
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